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ご利用上の注意 

 

本マニュアルでは、主にベトナム、ハノイ市での労働許可書／ビザ（査証）申請についてまと

めております。他省・都市での申請には必要書類等若干異なる場合がありますので、ご注意くだ

さい。法改正や実際の運用改正の頻度が高い分野ですので、取得手続きに入る際は、再度、専門

家または関連機関にお問い合わせされることをお勧めします。 

また、法規の和訳は仮訳であり、正文はベトナム語原文をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の利用についての注意・免責事項 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）ハノイ事務所が現地コンサルタント AIC VIETNAM 

CO., LTD.に作成委託し、2017 年 1 月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正などに

よって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは作成委託先の判断によるものですが、一般

的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本稿はあくまでも 

参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきも

のではありません。本稿にてご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿

った具体的な法的助言を別途お求めください。 

ジェトロおよび AIC VIETNAM CO., LTD.は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接

的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法

行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いま

せん。これは、たとえジェトロおよび AIC VIETNAM CO., LTD.が係る損害の可能性を知らされてい

ても同様とします。 

  
本報告書に係る問い合わせ先： 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

ビジネス展開支援部・ビジネス展開支援課  

E-mail : BDA@jetro.go.jp 

 

ジェトロ・ハノイ事務所 

E-mail : vha@jetro.go.jp 

 

mailto:BDA@jetro.go.jp
mailto:NLA@jetro.go.jp
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ベトナムにおける労働許可書／ビザ（査証）の取得手続き 

 

 

労働許可書（ワークパーミッド）とビザ（査証）の違い 

 

外国人がベトナムで働く場合、ほとんどのケースにおいて労働許可書とビザ（査証）の取得が必要と

なります。どちらもベトナム政府が発給するものですが、発給目的が異なります。 

 

【労働許可書（ワークパーミット）】 

 外国人のベトナムにおける就労を認める許可書である。 

 ベトナムで働くすべての外国人は、労働許可書の取得が義務づけられている（免除対象者を除く）。 

 市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理

委員会より発給される。 

 

【ビザ（査証）】 

 ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書である。 

 現在のベトナムの法律では、日本人がビザなしでベトナムに滞在できる期間は、入国日を起算日と

して 15 日間であり、それを超える滞在の場合は、目的に応じたビザの取得が必要となる（ビザな

しの場合、パスポート残存期間が 6 カ月以上あり、直近でベトナム出国日から 30 日以上経過して

いることが条件)。 

 出入国管理局、または他の管轄機関より発給される。 

 

労働許可書とビザは、ベトナム側発給機関が異なり、それぞれ手続きを行い、取得しなければなりま

せん。混同されやすいですが、上記のとおり異なるものだということをご理解ください。 

本冊子ではこの 2 種の証明書の取得方法について、解説いたします。 
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第 1 部 

労働許可書（ワークパーミット）取得 

 

第 1章 概要 

 
 

1. 取得対象者 

ベトナムの法律に基づき設立された企業、機関、組織で働く外国人労働者。 

 

 

2. 免除対象者（P.10 を参照） 

免除対象に該当する場合は、労働許可書の取得を免除される。ただし、幾つかの特定の場合を除き、

免除対象者の申請が必要。 

 

 

3. 労働許可書の種類 

以下の3種類での申請が可能。 

種類 対象者 

管理職／CEO 下記いずれかに該当する者 

・ 企業法の規定に基づく企業を管理する者、または機関・組織のトップ、またはそ

の者より委任を受けた者。 

・ 機関・組織・企業の部門のトップで直接管理を行う者。 

専門家 下記いずれかに該当する者 

・ 着任後の職務を専攻分野とする大学での学位を取得しており、当該分野で 3 年以

上の勤務経歴を有する者。 

・ 外国の機関・企業・組織が発行した専門家としての証明書を有する者。 

技術者 当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴があり、外国企業で1年以上のトレーニ

ングを受けた者。 

 

 

4. 外国人雇用の登録手続き 

雇用者は、外国人労働者の新規・追加・代変採用予定日の少なくとも 30 日前までに、本社所在地の

管轄労働傷病兵社会事業局（労働局）、労働傷病兵社会事業省（外国の非政府組織、国際組織などが申

請する場合）に対して、外国人労働者の雇用が必要である事を説明する報告書（職位、役職、人数、

労働時間、使用理由などの情報を含む）を提出する。報告書提出から承認されるまでの期間は 15 日以

内である。ただし、実際には承認を取得できるまで約 3～4 週間要している。 

【注意】提出先が工業団地管理委員会、または省レベルの人民委員会の地域もある。雇用者は、人民  

委員会の委員長へ外国人労働者の雇用を説明する書面を作成し、書面で承認を受ける必要があ
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る。 

≪根拠法≫ 政令 No.11/2016/ND-CP 第 4 条（以下、政令 11 号とする）、通達 No.40/2016/TT-

BLDTBXH（以下、通達 40 号とする）第 4 条 

 

 

5. 申請時期／申請先／発給にかかる期間 

申請時期 
前項 4.の承認を取得後、外国人労働者の勤務開始 15 営業日前までに申請を行

う。 

申請先 
労働傷病兵社会事業省、管轄する市・省の労働局、工業団地・輸出加工区・ハ

イテクパーク・経済特区の管理委員会、または省レベル人民委員会。 

発給にかかる期間 新規・申請の場合は申請後 7 営業日以内、再取得の場合は申請後 3 営業日以内。 

 

 

6. 発給手数料 

財政省の通達No.250/2016/TT-BTCおよび関連法令に基づき、労働許可書発給に係る手数料は、各

省・市の人民評議会で決定される。ハノイ市における労働許可書発給の手数料は以下のとおり（2017

年1月時点）。 

No. 項目 発給手数料 

1 労働許可書の新規発行 400,000 VND（ベトナムドン） 

2 労働許可書の再発行 300,000 VND 

3 労働許可書の延長 200,000 VND 

 

 

7. 有効期間 

最大 2 年間。 

 

 

8. 労働許可書を取得しない場合の処罰 

対象 処罰内容 

不法就労者 

・労働許可書を取得しない外国人労働者 

・失効した労働許可書を使用する外国人労働

者 

国外追放 

（労働局は、不法就労者を確定した日から 15 営業日

以内に、公安機関に対しその者の国外追放を要請す

る） 

不法就労者を使用する雇用者 ・3,000 ～7,500 万 VND（以下、ベトナムドン）の

罰金 

・1～3 カ月の活動停止処分を科される可能性あり 

≪根拠法≫ 2013 年 8 月 22 日付政令 No.95/2013/ND-CP 第 22 条、2015 年 10 月 7 日付政令 No.88/2

015/ND-CP 第 1 条 15 項、政令 11 号第 18 条 3 項 

 



禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 4 

 

9. 関係機関リスト 

ハノイ市 ホーチミン市 

ハノイ市労働傷病兵社会事業局 

(SỞ  LAO ĐỘ  NG-THƯỞNG BINH VÀ XÃ HỘ  I HÀ NỘ  I) 

住所：75 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi 

電話：04 3835 8868  

ホーチミン市労働傷病兵社会事業局 

(SỞ  LAO ĐỘ  NG-THƯỞNG BINH VÀ XÃ HỘ  I TP. 

HCM) 

住所：159 Pasteur, Dist.3, HCM 

電話：08 3829 1302  

労働傷病兵社会事業省（職業安定局） 

(CỤ C VIỆ  C LÀM – BỘ   LAO ĐỘ  NG-THƯỞNG BINH VÀ XÃ 

HỘ  I) 

住所：8B Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi 

電話：04 3826 9517  

 

在ベトナム日本国大使館 

(ĐẠ I SƯ  QUÁN NHẠ  T BẠ N TẠ I VIỆ  T NAM) 

住所：27 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi 

電話：04 3846 3000  

在ベトナム日本国総領事館 

(TỘ NG LÃNH SƯ  QUÁN NHẠ  T BẠ N TẠ I TP. HCM) 

住所：261 Dien Bien Phu, Dist. 3, HCM 

電話：08 3933 351  

外務省領事局 

(CỤ C LÃNH SƯ ) 

住所：40 Tran Phu, Hanoi 

電話：04 3799 3125  

ホーチミン市外務局領事室 

(PHÒNG LÃNH SƯ -SỞ  NGOẠ I VỤ  TP. HCM) 

住所：6 Alexandre de Rhodes, Dist., 1, HCM 

電話：08 3822 4224  

ハノイ市司法局 

(SỞ  TƯ PHÁP HÀ NỘ  I) 

住所：1B Tran Phu, Ha Dong, Hanoi 

電話：04 3354 6163  

ホーチミン市司法局 

(SỞ  TƯ PHÁP THÀNH PHỘ  HỘ  CHÍ MINH) 

住所：141-143 Pasteur, Dist.3, HCM 

電話：08 3829 0230  
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第 2 章 必要書類とスケジュール 

 

1. フローチャート 

YES 

 

 

 

NO 

労働許可書の取得を免除されている。 
労働許可書の取得必要なし 

※ 取得免除申請を行う。（P.10参照） 

ステップ１ 外国人雇用の登録手続き 

基本書類： 

報告書（通達第 40号の様式 1） 

下記いずれかの書類を提出 

・犯罪経歴証明書（日本または他国） 

・無犯罪証明書（ベトナム） 

 

ステップ 2 労働許可書の申請 

基本書類： 

1. 労働許可書申請書 

2. 健康診断書 

3. 投資登録証明書・企業登録証明書、または駐在

員事務所の設立許可書 

4. 顔写真（4 x 6 cm） 2枚 

5. パスポート 

6. 管理者・CEO／専門家／技術者の証明書 

7. 犯罪経歴証明書／無犯罪証明書 

8. 任命状（社内異動）、労働契約書（現地採用） 

9. 人民委員会からの外国人労働者の使用・採用の

承認証明書（ステップ 1で取得した承認書） 

不承認 

ステップ 1を再実施 

承認 

管理者／CEO  

 職位を証明する文書（雇用契約書／任命状／以前取得し

た労働許可書） 

または 

 就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書 

 

専門家 

 当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での

3年以上の勤務経歴の証明書 

または 

 外国の企業による専門家である事を証明する文書（発行元

の名称、専門家の個人情報（氏名・生年月日・国籍）および

ベトナムで就労する職務分野等）。 

 

技術者 

 当該分野または他分野で 3年以上の勤務経歴の証明書 

および 

 管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野または他分野

で 1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書 

 

 

 

現地採用の場合、労働許可書の取

得後に、当該当局へ労働契約書の

提出が必要。  

。 
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2．提出書類の詳細とスケジュール（ハノイ市内の場合／日本で書類を合法化するケースを想定）  

No 項目 
申請／ 

取得機関 

取得場所 スケジュール（週間） 

日本 
ベトナ

ム 
1 2 3 4 5 

1 
外国人の雇用登録手続き 

Công văn xin chấ p thuấ  n chủ  tị ch Ụ y ban nhân dân 
労働局  ○ 

                    

2 
健康診断書 Giấ y khám sứ c khỏ e 

（P.14 質問 11 および質問 12 参照） 
指定病院 △i ○ 

                    

3 

投資登録証明書・企業登録証明書（駐在員事務所の
場合、設立許可書）の公証版 

Bấ n công chứ ng giấ y chứ ng nhấ  n đấ u tứ / Giấ y 

chứ ng nhấ  n đăng ký doanh nghiệ  p (Trong trứờ ng 

hờ p văn phòng đấ i diệ  n là giấ y phép thành lấ  p văn 

phòng đấ i diệ  n) 

計画投資局
／商工局 

他 
 ○ 

 

（ベトナム）管轄区レベル公

証役場 

            

4 

顔写真 2 枚（4×6cm、背景白、無帽、メガネ無） 

2 ấ nh (kích thứờ c 4x6cm, phông trấ ng, không đỏ  i 
mũ, không đeo kính) 

  ○ 
                    

5 
パスポートの公証 

Bấ n công chứ ng hỏ   chiệ u 
  ○ii 

 

（ベトナム）管轄区レベル公

証役場 

            

6 
Ｃ
Ｅ
Ｏ 

管
理
者
／ 

管理職経験証明書 

Văn bấ n chứ ng nhấ  n kinh nghiệ  m quấ n lý 

勤務先（また
は元勤務先） 

○  

 

取得後、合法化； 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

7.1 
専
門
家 

当該分野での大学以上の学歴の証明書 

Bấ ng đấ i hỏ c (hoấ  c trên đấ i hỏ c) ờ  lĩnh vứ c 

tứờng đứờng 

大学 ○  

 

取得後、合法化； 

（日本）外務省→在日ベトナ

ム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

                                                   
i 外国の病院は具体的に指定されているわけではなく、承認されないケースもあるため、注意が必要。 
ii パスポートは全ページ公証となる。 
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No 項目 
申請／ 

取得機関 

取得場所 スケジュール（週間） 

日本 
ベトナ

ム 
1 2 3 4 5 

7.2 

当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書 

Văn bấ n chứ ng minh có ít nhấ t trên 3 năm 

kinh nghiệ  m làm việ  c ờ  lĩnh vứ c tứờng 

đứờng 

勤務先（また
は元勤務先） 

○  

 

取得後、合法化； 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

7.3 

外国機関・組織・企業による専門家であるこ
とを証明する文書 

Văn bấ n xác nhấ  n là chuyên gia củ a cờ quan, 

tỏ  chứ c, doanh nghiệ  p nứờ c ngoài 

企業/管轄機
関/組織 

○  

 

取得後、合法化； 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

8.1 

技
術
者 

当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書 

Văn bấ n chứ ng minh có ít nhấ t trên 3 năm 

kinh nghiệ  m làm việ  c ờ  lĩnh vứ c tứờng 

đứờng 

企業／管轄
機関／組織 

○  

 

取得後、合法化； 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

8.2 

管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野また
は他分野において1年以上のトレーニングを実
施した事を証明する文書 

Văn bấ n xác nhấ  n đã đứờ c đào tấ o chuyên 

ngành kĩ thuấ  t hoấ  c chuyên ngành khác ít 

nhấ t 1 năm củ a cờ quan, tỏ  chứ c có thấ m 

quyệ n hoấ  c doanh nghiệ  p tấ i nứờ c ngoài 

勤務先（また
は元勤務先） 

○  

 

取得後、合法化； 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証 

    

9 
犯罪経歴証明書（直近居住地） 

Lý lị ch tứ pháp (Nời cứ trú gấ n nhấ t) 
直近居住地の
警察（日本） 

○iii  

 

 

 

（ベトナム）在越日本公館の

認証 

→ベトナム語へ翻訳・公証 

    

10.1 
公安からの滞在証明書 

Giấ y xác nhấ  n tấ m trú củ a công an 

居住地域の公
安（ベトナ
ム） 

 ○iv 
                    

10.2 
無犯罪証明書（ベトナム） 

Lý lị ch tứ pháp (tấ i Việ  t Nam) 
地方の法務局  ○ 

                    

                                                   
iii 未開封のみ有効。在越日本公館の認証部分は、日本で手続きも可能。（日本）外務省→在日ベトナム公館→（ベトナム）ベトナム語へ翻訳・公証/認証 
iv ベトナムの滞在が 6カ月以上となり、ベトナムで無犯罪証明書を取得する場合。 
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No 項目 
申請／ 

取得機関 

取得場所 スケジュール（週間） 

日本 
ベトナ

ム 
1 2 3 4 5 

11 
任命書（社内異動の場合） 

Thứ bỏ  nhiệ  m (Di chuyệ n nỏ  i bỏ   doanh nghiệ  p) 
出向元 ○v  

 

（取得後、合法化 

（日本）公証役場→法務局→

外務省→在日ベトナム公館） 

 

（ベトナム）ベトナム語へ翻

訳・公証  

    

12 
労働契約書（現地採用の場合） 

Hờ p đỏ ng lao đỏ  ng (Tuyệ n dủ ng tấ i Việ  t Nam) 

雇用主（現地
法人／駐在員
事務所） 

 ○ 
                    

13 
労働許可書の申請書類 

Công văn xin cấ p giấ y phép lao đỏ  ng 
労働局  ○ 

                    

 

 

【書類の公証作業に関する注意事項】 

 日本以外の外国で取得する場合、当該国での公証・認証作業が必要となる。 

 東京、大阪など地域によっては、公証役場で外務省の公印確認手続きまでを実施できるワンストップサービスが適用可。 

 上記は日本で書類を合法化するケースだが、ベトナムで合法化も可能（詳細は次頁参照）。ただし、ベトナムでの合法化はパスポート原本の提示や、本

人による書類への署名が必要となり、作業が煩雑かつ時間を要することになる。現在のところ、日本でワンストップサービスを利用するケースが最も

時間がかからない方法である。

                                                   
v  任命書は、法令上は領事認証不要である。ただし、実務上は、領事認証がないとベトナム語へ翻訳・公証の手続きが実施できない場合が多い。 
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3. 公証／認証作業 

ベトナム以外で取得され、ベトナム当局に提出される書類は、原則として、書類の認証（合法化）→

ベトナム語への翻訳→翻訳した文書の公証作業が必要となる。基本的な手順は以下のとおり。 

なお、英語の書類も日本語と同じ作業が必要となるため、英語版による時間短縮等のメリットはない。 

 

 

 

 

  

ベトナムにおける認証の場合 

（日本外務省認証後） 

 

ベトナムにおける認証の場合 日本における認証の場合 

登記簿謄本 他の公文書 

YES 

ベトナムの公

証役場でベ

トナム語に

翻訳・公証 

 

ベトナム外務省での証明 

ベトナム領事局の代表者

の署名およびベトナム外

務省の押印を受ける。 

 

法務局から入手 

登記官印が押印される。 

公証役場での証明 

私文書の署名および押印に対して、 

公証人の署名により証明を受ける。 

法務局での証明 

公証人署名が真正のものであることに 

証明を受ける。 

公文書公証の場合 

公文書とは、公的機関から発行さ

れる書面である。（例：登記簿謄

本、納税証明書など） 

私文書公証の場合 

私文書とは、自ら（会社）が作

成した書面である。 

（例：決算書、定款） 

発給元から 

入手 

 

私文書の作成 

代表者の署名および代表印を押印する。 

NO 

外務省での認証* 

日本領事局の代表者の署名および 

日本外務省の押印を受ける。 

 

※定款、登記簿、監査済み決算報告書など

は、外務省認証が必要。 

在ベトナム日本国大使館（ハノイ） 

或いは総領事館（ホーチミン）で認証 

日本国大使館（総領事館）の代表者の署名 

および押印を受ける。 

在日ベトナム大使館（東京）或いは 

総領事館（大阪）での認証 

ベトナム大使館（領事館）の代表者の署名 

および押印を受ける。 

ベトナムの公証役場で 

ベトナム語に翻訳・公証 

 

ベトナム外務省での認証 

ベトナム領事局の代表者

の署名およびベトナム外

務省の押印を受ける。 

ベトナムの公

証役場でベ

トナム語に

翻訳・公証 

公証資料が英語である 

※青太枠の 3 ステップについて、東京、大阪などではワンストップサービスの提供あり。 
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4. 労働許可書の取得免除に係る申請 

労働許可書の取得免除対象者は、勤務開始日の 7 営業日前までに、管轄する市、省の労働局に対し

て免除承認の取得が必要となる。ただし、下表の免除対象のうち、d)、e)、m)については、免除承認

の取得は不要。 

十分な書類を提出した日より 3 営業日以内に、承認文書、または不承認の場合には、その理由を明

記する文書で回答を受ける。承認取得に必要な書類は以下のとおり。 

≪根拠法≫ 労働法第 172 条、政令 11 号第 7 条・8 条、通達 40 号第 10・11 条 2 項 

 

免除対象 必要な資料 

a) 有限責任会社の出資者または所有者。 

b) 株式会社の取締役会の構成員。 

c) 国際組織、非政府組織の在ベトナムの駐在員事

務所、プロジェクトの代表者。 

d) 販売活動のために、ベトナムに 3 カ月未満滞在

する者。 

e) 生産経営に影響を与える、または影響を与える

恐れのある事故や複雑な技術上の不測の事態が

生じ、ベトナム人専門家とベトナム滞在中の外

国人専門家では処理できない場合、これらを処

理するためにベトナムに 3 カ月未満滞在する

者。 

f) 弁護士法の規定に基づいて、ベトナムで弁護士

業の許可書の発給を受けた外国人弁護士。 

g) ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約の

規定に基づく者。 

h) ベトナムで就学中の生徒・学生がベトナムで就

労する場合。ただし、雇用者は労働に関する省

レベル国家管理機関に 7 日前までに通告しなけ

ればならない。 

i) 政府開発援助（ODA）案件の支援のため、技術・

専門コンサルティング等を目的としてベトナム

で勤務する外国人 

j) ボランティア 

k) 法律の規定に基づく、外務省が発行したベトナ

ムにおける報道の許可書を取得している外国人

労働者。  

l) 外国の管轄機関の承認に基づき、外国の外交代

表機関またはベトナムにおける国際機構が管理

するインターナショナルスクールへ派遣される

 労働許可書の免除申請書（通達第 40 号の

様式 10 号） 

 労働許可書が免除となる外国人の情報表

（氏名、年齢、性別、国籍、パスポート

番号、ベトナムで勤務期間のスタート日

および完了日、職位） 

 労働許可書の免除対象であることを証明

する書類 
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免除対象 必要な資料 

外国機関組織の教師。  

m) 専門家、管理監督者、代表取締役社長、技術者

として、ベトナムでの勤務期間が 1 回あたり 30 

日未満および年間の勤務期間の合計が 90 日

以下の外国人労働者。 

n) 法律の規定に基づき、政府・省レベルの機関・

中央レベルの政治社会組織が締結した国際条約

を実施する外国人労働者。  

o) ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関

して合意した外国における学校・教育機関で就

学している生徒・学生。 

p) ベトナムにおける外国の代表機関で就労してい

る労働者の親族（外務省の許可取得要）。ただし、

ベトナムが加盟した国際条約に別の定めがある

場合はこの限りでない。 

q) 政府機関、政治組織、政治社会組織で就労する

ために公用パスポートを有する外国人労働者。 

r) 労働・傷病兵・社会省の要請によって、首相が

決定したその他の外国人労働者   

 

 

 

s) ベトナムの WTO サービス分野公約に規定され

たサービス業の範囲内で、企業内異動としてベ

トナムで勤務する外国人。（同公約に定められた

サービス業には、実務サービス、情報サービス、

建設サービス、流通サービス、教育サービス、

環境サービス、金融サービス、医療サービス、

観光サービス、文化および娯楽サービス、運輸

サービスが含まれている。） 

 

 在ベトナム業務上拠点の事業分野が WTO

サービス分野公約の 11 サービス業（通達

No.35/2016/TT-BCT の第 I、II 附録に属

する）の範囲内で、企業内異動としてベ

トナムで勤務する外国人の場合、上記書

類の以外、下記のとおり証明書類を追加

する必要がある。 

 外国人労働者を在ベトナム業務上拠点へ

派遣する任命状（勤務期間を明記する必

要） 

 「外国人労働者が管理者・社長／専門家

／技術者である」旨の証明書 

  外国人労働者が在ベトナム業務上拠点へ

の赴任開始日から最低 12 カ月前に外国企

業に雇用されたことを証明する書類 

≪根拠法≫ 通達 No. 35/2016/TT-BCT 
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第 2 部 

労働許可書に関する FAQ 

 

質問 1： 日本から駐在でベトナムに着任する場合、労働許可書は着任前に現地法人等を通じて取

得することは可能？ 

ベトナムに拠点がある場合、可能。現在の法規上は、労働許可書は就労前に取得しなければならな

いが、実務上では拠点がない場合は難しい。日系企業に関しては、現地法人／駐在員事務所設立後に

労働許可書を取得しているケースがほとんどである。また、着任前に労働許可書を申請する場合、ベ

トナムでの無犯罪証明書取得（該当する場合）、および外国で発給された健康診断書に関する問題が発

生する可能性がある。 

 

質問 2： ベトナムに着任後、労働許可書を申請することは認められない？ 

質問1のとおり、規定上は着任前に労働許可書を申請することになっているが、実際には着任後申請

するケースが多い。現在のところ、労働許可書取得の時期について調査されたというケースはないよ

うだが、可能であれば着任前に労働許可証を取得することが望ましい。 

 

質問 3： 現地に拠点を設立するためにベトナムに入国している場合は？ 

投資登録証明書・企業登録証明書／駐在員事務所設立許可書を取得し次第、労働許可書取得手続き

に入る。その後、目的に応じたビザの申請を行う（それまでは15日未満ビザ免除、または商用ビザ、

観光ビザで入国するケースが多いが、労働許可書取得後、第三国へ出国せずに就労ビザ／レジデンス

カードを取得するためには、同一の勤務先を通じて商用ビザを取得しなければならない）。 

 

質問 4： 出張者の場合、労働許可書を取得する必要があるのか？ 

ベトナムの現行法規上、就労する外国人は、原則として労働許可書の取得が義務付けられている。た

だし、管理者・CEO・専門家・技術者である外国人労働者が、１回 30 日未満、入国日からの１年間に

90 日以下滞在する場合は、労働許可書の免除対象となり、免除申請も不要である（他のケースについて

は、P.10 を参照）。 

 

質問 5： 労働許可書の免除対象である「一人有限会社の所有者」、「二人以上有限会社の出資者」に

委任代表者は含まれるか？ 

「一人有限会社の所有者」、「二人以上有限会社の出資者」は個人の投資家を指し、投資家が組織で

ある場合（会社による投資）の委任代表者は労働許可書の取得が必要である。 
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質問 6： 就労する企業が WTO 加盟時に公約した 11 分野に該当するが、労働許可書免除手続きに

際し、注意すべきことは？ 

免除手続きの実施過程で問題が発生する場合、関連組織・個人は、商工省（計画局）に対し意見を

出し、解決への指導を受けることができる。 

≪根拠法≫ 通達No.35/2016/TT-BCT第5条3項  

CPCコードについて 

通達No.35の付録I（管理職、専門家）、および付録II（技術者）においてCPCコードが規定されてい

る。このCPCコードが投資ライセンス上のCPCコードと一致していれば、WTO公約の11分野に該当す

ると判断される。 

 

質問 7： 労働許可書を所持・使用する必要があるのは、どのような場合か？ 

労働許可書の提示が必要なケース、所持に関する注意事項は以下のとおり。 

1. 一時在留許可証（テンポラリー・レジデンスカード）の申請時、就労ビザの申請時に提示する必要

がある。 

2. 外国人労働者を使用している雇用者は、労働許可書の有効期間中に労働許可書を保管する責任を有

する。 

3. 出入国に関する手続きの際、または担当官による要求があった場合は、外国人労働者は労働許可書

を提示しなければならない。 

4. 労働許可書を発給された外国人労働者が、同職位で 10 日間以上連続して別の地域の支店・駐在員

事務所、または省・市内外の他の事業所に派遣され、就労する場合、新たに労働許可書を申請する

必要はないが、雇用者は外国人労働者の労働許可書の写しおよび企業・組織名、職場、勤務期間、

職位について説明する書面を、派遣先の最寄りの労働局へ通知しなければならない。 

≪根拠法≫ 通達 40 号第 18 条 2 項 

 

質問 8： 公証、認証、翻訳の違いは？ 

公証のステップは、書類（公文書か私文書）や、公証される地域によっても異なるため、すべてを

説明するのは難しい。各用語の説明は以下のとおり。 

用語 説明 

公証 私文書に対して公証人が行う。本冊子では主に、公証役場での公証人押印証明を指

す。 

認証 文書の真偽性を判断する。書類発行者以外の公的機関が行う。 

本冊子では主に、外務省の公印確認、在日ベトナム公館の認証を指す。 

合法化 法的に効力のある書類という事を証明する手続き。 

ベトナムの当局へ提出するほとんどの書類は、合法化する必要がある。 

 

ベトナムへ書類を提出する際、それが正しい書類であるかどうかの判断がベトナムの官庁ではでき

ないため、まずは、外国機関の発行した文書が効力を有する事を証明する必要がある。 

合法化は、書類によって異なるが、主に日本国外務省、在日本ベトナム公館、在ベトナム日本公館
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で行う。 

 

質問 9： 労働許可書の申請で使用する書類は、何カ月前のものまで有効とされるか？ 

規定によると、健康診断書は12カ月以内、犯罪経歴証明書（無犯罪証明書）は6カ月以内のものが有

効とあるが、実務上はどちらも6カ月以内のものを要求される。 

 

質問：10 大学の卒業証明書は必ず必要か？ 

大学の卒業証明書の要否については、労働許可書の種類によって異なる。 

種類 要否 

管理職 不要。管理職経験証明書が必要。 

専門家 ≪必要となるケース≫ 

大学以上の卒業証明書＋当該分野における3年以上の勤務経歴を証明する書類を提

出。 

≪不要となるケース≫ 

外国機関・組織・企業による専門家であることを証明する文書のみを提出。 

技術者 不要。ただし、当該分野または他分野における3年以上の勤務経歴を証明する書類、

および国外企業で1年以上トレーニングを行ったことを証明する書類が必要。 

≪根拠法≫ 政令11号第3条3項 

 

質問 11 ：  労働許可書申請時に必要な健康診断を行う指定病院は？ 

≪ハノイ≫ 

No. 施設名 所在地 連絡先/ウェブサイト 

1 E Hospital 91 Tran Cung, Cau Giay (84-4) 3754 3832 
http://www.ehospital.vn/ 

2 L'Hôpital 
Francais de 
Hanoi 

1 Phuong Mai, Dong Da (84-4) 3577 1100 
http://www.hfh.com.vn/ 

3 Hong Ngoc 
Hospital 

55 Yen Ninh, Ba Dinh (84-4) 3927 5568 
http://hongngochospital.vn/ 

4 Thu Cuc Hospital   286 Thuy Khue, Tay Ho (84-4) 3835 5555 
http://benhvienthucuc.vn 

5 Xanh Pon 
Hospital 

12 Chu Van An, Ba Dinh (84-4) 3823 3073 
http://bvxanhpon.vn/  

6 Duc Giang 
Hospital 

54 Truong Lam, Duc Giang, 
Long Bien  

(84-4)3652 6401 
http://benhvienducgiang.com 

7 Hoe Nhai 
Hospital 

17&34 Hoe Nhai, Ba Dinh (84-4)3927 3036 
http://benhvienhoenhai.vn 

8 Trang An 
Hospital 

59 Thong Phong, Ton Duc 
Thang, Dong Da 

(84-4)3732 3665 
http://www.benhvientrangan.vn 

9 Dong Da Hospital 192 Nguyen Luong Bang, Dong 
Da 

(84-4)3511 5269 
http://benhviendakhoadongda.com.
vn/ 

10 Hanoi Private 
Hospital 

29 Han Thuyen, Hai Ba Trung (84-4) 6255 5333 
http://benhvienhanoi.vn/ 

http://www.ehospital.vn/
http://www.hfh.com.vn/
http://hongngochospital.vn/
http://benhvienthucuc.vn/
http://bvxanhpon.vn/
http://benhvienducgiang.com/
http://benhvienhoenhai.vn/
http://www.benhvientrangan.vn/
http://benhviendakhoadongda.com.vn/
http://benhviendakhoadongda.com.vn/
http://benhvienhanoi.vn/


 

禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 15 

 

11 VietLife Medical 
Center 

・14 Tran Binh Trong, Hoan 
Kiem 
・Block 5, TT4, Tran Van Lai, 
MyDinh - Me Tri Urban Area, 
NamTu Liem 

(84-4) 3787 7755 
http://www.vietlifemedical.com 

12 Dr.Binh Tele 
Clinic 

11-13-15 Tran Xuan Soan, Ngo 
Thi Nham, Hai Ba Trung 

(84-4)3941 0808 
 

13 Bach Mai 
Hospital 

78Giai Phong, Phuong Mai, 
Dong Da 

(84-4) 3869 3731 
http://bachmai.gov.vn 

14 Family Medical 
Practice Ha Noi 

298 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi (84-4) 3843 0748 
http://www.vietnammedicalpractice
.com 

 

≪ホーチミン≫ 

No. 施設名 所在地 連絡先/ウェブサイト 

1 People's Hospital 
115  

527 Su Van Hanh, 12th Ward, 
District 10 

(84-8) 3865 4249 
http://www.benhvien115.com.vn 

2 Trung Vuong 
Hospital 

266 Ly Thuong Kiet, 14th Ward, 
District 10 

(84-8) 5448 4949 
http://www.bvtrungvuong.vn 

3 Thu Duc District 
Hospital 

29 KP5 Phu Chau, Tam Phu, 
Thu Duc District 

(84-8)3896 3194 
http://www.benhvienthuduc.vn 

4 Van Hanh 
Hospital 

781/B1-B3-B5 Le Hong Phong 
street, Ward 12, District 10 

(84-8)3863 2553 
http://www.benhvienvanhanh.com 

5 An Sinh Hospital No.10 Tran Huy Lieu Street, 
Ward 12, Phu Nhuan District  

(84-8)3845 7777 
http://ansinh.com.vn 

6 Phuoc An 
Medical Center - 
Banch No.3 

95A Phan Dang Luu, Ward 7, 
Phu Nhuan District 

(84-8)6292 6575 
https://ykhoaphuocan.vn/gioi-
thieu/mang-luoi-hoat-dong/trung-
tam-3 

7 Cho Ray Hospital No.201B Nguyen Chi Thanh 
street, District 5 

(84-8) 3855 4137 
http://choray.vn 

8 FV Hospital 3 Floor, Bitexco Financial 
Tower,2 Hai Trieu, District 1 

(84-8) 6291 1167 
http://www.fvhospital.com/ 

9 Columbia Asia 
International  
Clinic- Sai Gon 

8 Alexandre de Rhodes, Ben 
Nghe, District 1, Ho Chi Minh 

(84-8)3823 8888 
http://www.columbiaasia.com/saigo
n 

≪根拠法≫ 公文書 No.143/KCB-PHCN&GD 

 

なお、現時点ではリストにない病院の診断書を有効と認める地域もあるが、行政の対応が不透明な

ため、都度確認が必要となる。 

 

質問 12： ベトナム国外で取得した健康診断書は有効か？ 

法規によると、必要な検査項目を満たしていれば、国外で発行された健康診断書も有効である。ただ

し、それをベトナム語に翻訳・公証する必要があり、また実際にベトナムの当局が承認するか疑問が残

るため、ベトナムの指定病院で受診する方が安全である。ベトナムの国際病院における健康診断の費用

は 100 米ドル程度であり、ベトナム語での診断書も発行している。なお、地域や担当者によっては、健

康診断書の内容について以下の 2 点に注意をする必要がある。 

1) HIV、HBsAg（B 型肝炎）、VDRL（梅毒）、RDTs（マラリア）の検査が要求される。 

2) 「健康状態が良好であり、ベトナムで就労ができる」といった医師のコメントが要求される。 

 

http://www.vietlifemedical.com/
http://bachmai.gov.vn/
http://www.vietnammedicalpractice.com/
http://www.vietnammedicalpractice.com/
http://www.benhvien115.com.vn/
http://www.bvtrungvuong.vn/
http://www.benhvienthuduc.vn/
http://www.benhvienvanhanh.com/
http://ansinh.com.vn/
https://ykhoaphuocan.vn/gioi-thieu/mang-luoi-hoat-dong/trung-tam-3
https://ykhoaphuocan.vn/gioi-thieu/mang-luoi-hoat-dong/trung-tam-3
https://ykhoaphuocan.vn/gioi-thieu/mang-luoi-hoat-dong/trung-tam-3
http://choray.vn/
http://www.fvhospital.com/
http://www.columbiaasia.com/saigon
http://www.columbiaasia.com/saigon
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質問 13： 日本の犯罪経歴証明書（無犯罪証明書）をベトナムで取得できるか？ 

ベトナム赴任前の直近の所在地が日本の場合：日本の犯罪経歴証明書の取得が必要。 

ベトナム赴任前の直近居住地が外国の場合：当該国の犯罪経歴証明書の取得が必要。 

日本の犯罪経歴証明書の場合、在ベトナム日本大使館・領事館でも取得は可能であるが、申請から取得

までに 2～3 カ月必要となる。 

（以前はベトナムに 1 度でも入国した事がある者は、直近居住国に加えベトナムでの無犯罪証明書も

要求されたが、現在は１カ国で発給される無犯罪証明書のみ要求される。） 

 

質問 14： ベトナムの無犯罪証明書とは？ 

継続的にベトナムへ居住している者が労働許可書を申請する際、司法履歴書（無犯罪証明書）の取

得が必要となる。この場合の基準となる滞在期間について明確な規定はないが、6 カ月以上が目安とな

る。 

一般的な取得方法は、居住先の大家に依頼をし、最寄りの公安で滞在証明書を取得後、市・省の司

法局へ司法履歴書（無犯罪証明書）を申請する。 

 

質問 15： 日本本社からの社内異動（出向）の定義は？ 

政令 11 号第 3 条 1 項によると、企業内転勤の外国人とは、当該企業（本社や出資会社）より、12

カ月以上前に採用されてベトナムで勤務する者である。 

その証明書は、本社や出資会社の代表者が発行する任命書（辞令）である。（P.49 サンプルあり） 

 

質問 16： ベトナムにおける勤務先が、二つ以上ある場合は？ 

勤務先ごとに労働許可書が必要である。その場合、新規扱いでの労働許可書申請・取得となる。労働

許可書を複数取得する場合、同内容で別の場所で申請する際に、既に取得している労働許可書の公証版

を、申請に必要な書類である職務経験証明書の代用として当局へ提出することができる。 

 

質問 17： 労働許可書の延長の際の注意点は？ 

労働許可書の延長は、有効期限の 45 日～5 日前に申請が可能。必要書類には人民委員会からの外国

人労働者の使用に関する承認書（P.2「4.外国人雇用の登録手続き」参照）が含まれるため、準備は余裕

を持って行うことをお勧めする。 

 

質問 18： 労働許可書取得に関して、地域による違いがあるか？ 

基本的に法規に基づき執行されるため、地域差は生じてはならないはずだが、実際には地域や担当者

によって法規の解釈が異なる場合があるので注意が必要である。 
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質問 19： 労働許可書の修正、パスポート番号の変更、労働許可書の紛失などのため、労働許可書

を再発行する際の注意点は？ 

労働許可書を再発行する場合、必要書類は以下のとおりである。 

1. 労働許可書再発行申請書 

2. 写真（4 x 6cm） 2 枚  

3. 既存の労働許可書原本  

4. 労働許可書の紛失の場合のみ、上記 1～3 の書類に加え、区レベルの公安（または状況に応じて外国

の管轄機関）からの認定書 

5. その他、情報修正の場合には変更に関わる証明書類 
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第 3 部 

ビザ（査証）取得 

 

第 1 章 概要 

 

1. ビザ（査証） 

2015 年 1 月 1 日より、ベトナムにおける外国人の出入国、通過および居住に関する法律

No.47/2014/QH13 が発効し、外国人に対するベトナム出入国の管理が以前より厳しくなっている。 

ビザには、シングルビザ（1 回限り入国が許可される）、マルチビザ（複数回入国が許可される）があ

り、目的に応じたビザの取得(*)が必要である。 

(*) 日本人の場合、ビザなしで 15 日間滞在することができる（P.25 質問 7 参照）。 

 

◆主なビザの種類（20 種類） 

査証コード 入国目的 
有効期限 

（月数） 

NG1 
共産党書記長、国家主席、国会議長、首相の招待するミッションのメン

バー 
12 カ月 

NG2 
党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席な

どの招待するミッションのメンバー 
12 カ月 

NG3 
外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関等のメンバー、およびそ

の家族、使用人 
12 カ月 

NG4 
外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関等で就労する者。これら

の機関を訪問する者 
12 カ月 

LV1 

党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人

民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会等で就

労する者 

12 カ月 

LV2 政治・社会組織、ベトナム商工会議所で就労する者 12 カ月 

ĐT 外国人投資家、外国人弁護士 5 年 

DN 
ベトナムにおける企業で就労する外国人 

（注：就労期間は 1～3 カ月までの短期） 
12 カ月 

NN1 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長 12 カ月 

NN2 
外国企業の駐在員事務所、支店の代表者、外国の経済組織、文化組織、

その他の専門組織の代表者 
12 カ月 

NN3 

非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組

織、その他の専門組織の駐在員事務所で就労する者 

（注：就労期間は 1～3 カ月までの短期） 

12 カ月 

DH 研修・学習する者 12 カ月 

HN 会議、シンポジウムに参加する者 3 カ月 
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PV1 常駐するジャーナリスト 12 カ月 

PV2 短期間の活動を行うジャーナリスト 12 カ月 

LĐ 

就労する者 

（注：労働許可書を取得した後、長期間にわたりベトナムにおける企業、

駐在員事務所で就労する者） 

2 年 

DL 観光客 3 カ月 

TT 

LV1、LV2、ĐT、 NN1、 NN2、 DH、PV1、LĐ ビザが発給される外

国人の配偶者、18 歳未満の子弟；ベトナム国民の父母、配偶者、子弟で

ある者 

12 カ月 

VR 親族訪問、その他の目的の者 6 カ月 

SQ 同法第 17 条 3 項に該当する者 30 日 

 

 

2. 一時在留許可証（テンポラリー・レジデンスカード） 

外国人は取得すべきビザの種類に応じて、一時在留許可証（以下、「レジデンスカード」とする）を

申請することができる。レジデンスカードの有効期間は最長 5 年であるが、例外を除き、労働許可書

取得対象者は、労働許可書の期限内での取得となる。レジデンスカードの有効期間中はビザの取得が

免除される。 

ビザの種類 レジデンスカードの有効期間 

NN1、NN2、TT 最長 3 年 

LD、PV1 最長 2 年 

DT、NG3、LV1、LV2、DH 最長 5 年 

NG1、NG4、DN、NN3、HN、PV2、DL、

SQ、VR 

対象外 

 

 

3. 申請先 

ハノイ市・ダナン市・ホーチミン市にある出入国管理局（公安省の管轄下）、または管轄市・省の 

出入国管理室（市・省の公安管轄下）。初回申請の場合、申請先は出入国管理局になる。 

 

 

4. 未取得時の処罰 

2013 年 11 月 12 日付政令 No. 167/2013/ND-CP 号第 17 条 3 項に従い、出入国時に必要なビザを 

取得していない場合、300～500 万ベトナムドンの罰金を科される。許可なく（ビザを取得せず）居住

している外国人に対しては、同政令第 17 条 6 項に従い、3,000～4,000 万ベトナムドンの罰金が科さ

れる。 

 

 

 

 



 

禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 20 

 

5. 関係機関リスト 

ハノイ市 ホーチミン市 

出入国管理局 

 (CỤ C QUẠ N LÝ XUẠ T NHẠ  P CẠ NH) 

住所：44-46 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi. 

電話：04 3825 7941 

FAX： 04 3824 3287 

出入国管理局 

 (CỤ C QUẠ N LÝ XUẠ T NHẠ  P CẠ NH) 

住所：254 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh, Dist.1, 

HCM 

電話：08 3920 0353 

FAX：  08 3920 2300 

出入国管理室 

 (PHÒNG QUẠ N LÝ XUẠ T NHẠ  P CẠ NH) 

住所：44 Pham Ngoc Thach, Dong Da, Ha Noi 

電話：04 3939 1515 

出入国管理室 

 (PHÒNG QUẠ N LÝ XUẠ T NHẠ  P CẠ NH) 

住所：161 Nguyen Du, Ben Thanh ward, Dist. 1, 

HCM 

電話：08 38299 398 

FAX: 08 38244 075 
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第 2 章 必要書類とスケジュール 

 

1. フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 商用ビザ取得の流れ 

フローチャート①～⑤のとおり。 

 

2) 就労ビザ取得の流れ 

 

ケース１ ベトナム入国前に取得する場合（労働許可書を入国前に取得できる場合のみ） 

(1) 労働許可書を取得する（フローチャート(A)、(B)）。 

(2) 「ビザ発給許可通知書（招聘状）」の取得申請を行い、ビザ発給許可通知書の取得後、第三国の

ベトナム公館において就労ビザを取得する。流れは商用ビザ取得と同じで、④⑤のビザの種類

が就労ビザとなる（フローチャート①～⑤）。 

(3) レジデンスカードの発給対象である場合は、就労ビザ取得後、ベトナム国内においてレジデン

スカードの発給申請を行う（フローチャート⑥、⑦）。 

 

ケース２ 商用ビザで入国した場合（商用ビザの招聘人と労働許可書の申請人が同一の場合） 

(1) 労働許可書を取得する（フローチャート(A)、(B)）。 

(2) 出入国管理局あるいは管轄市・省の出入国管理室において、就労ビザ、またはレジデンスカー

ドの発給申請を行う（フローチャート⑥、⑦） 

 

 

 

在第三国 

ベトナム公館 

企業 

労
働
局 

工
業
団
地
管
理
委
員
会
等 

出入国管理局 

（ハノイ市・ダナン市・ホーチミン市） 

 

 

出入国管理室 

（各省・市） 

※初回申請は出入国管理局 

または 

ベトナム国外 ベトナム 

①ビザ発給許可通知書（招聘状）申請 

②ビザ発給許可通知書（招聘状）発給 
③ビザ発給許可番号 

の通知 

赴任予定者 

④
ビ
ザ
発
給

申
請 

⑤
ビ
ザ
発
給 

(A)労働許可書 
発給申請 

(B)労働許可書 
発給 

⑥就労ビザ／レジデンスカード発給許申請 

⑦就労ビザ／レジデンスカード発給 
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ケース３ 商用ビザ以外で入国した場合／ 

労働許可書の申請人と異なる招聘人による商用ビザで入国した場合 

(1) 労働許可書を取得する（フローチャート(A)、(B)）。 

(2) ベトナム国外へ出国する。 

(3) 「ビザ発給許可通知書（招聘状）」の取得申請を行い、ビザ発給許可通知書の取得後、第三国の

ベトナム公館において就労ビザを取得する。流れは商用ビザ取得と同じで、④⑤のビザの種類

が就労ビザとなる（フローチャート①～⑤）。 

(4) レジデンスカードの発給対象である場合は、就労ビザ取得後、ベトナム国内においてレジデン

スカードの発給申請を行う（フローチャート⑥、⑦）。 

 

 

2. 提出書類の詳細とスケジュール 

フローチャート①、②  「ビザ発給許可通知書（招聘状）」の申請書類（ハノイ市の場合）  

申請先：出入国管理局 

取得にかかる期間：5 営業日 

※ No.4、5、6 は就労ビザ取得時のみ必要。 

No 必要書類 管轄機関 取得日数 備考 

１ 

投資登録証明書・企業登

録証明書（または駐在員

事務所の設立許可書) 

‐ 
公証作業 

1～2 営業日 

初回申請、および当該書類修正

後の初回申請の際のみ提出が必

要 

2 
法的代表者／所長の署名

確認書 
‐ ‐ 

同上 

（所定フォーム：NA16） 

3 申請書 
ベトナム出入国

管理局 
‐ 

同上 

（所定フォーム：NA2） 

4 労働許可書の公証版 
ベトナム 

公証役場 
‐ 

複数の勤務先がある者などは申

請時に原本を提示する必要があ

る。 

5 戸籍謄本（原本） 
在ベトナム日本

大使館／領事館 

申請～取得まで

2 営業日 
家族帯同の場合 

6 
委任状（代理人が取得す

る場合） 
‐ ‐ フォーム指定なし 
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フローチャート④、⑤  第三国ベトナム大使館／領事館でビザを取得する場合の必要書類 

取得にかかる期間：各公館により異なる。在日本ベトナム大使館では、現在のところ 1 営業日。 

No 必要書類 管轄機関 取得日数 備考 

1 パスポート（原本） ‐ ‐  

2 ビザ発給申請書 

在第三国 

ベトナム

大使館／

領事館 

‐ 
申請者の署名が必要 

（所定フォーム：NA1） 

3 
顔写真 1 枚（3 x 4cm、カラ

ー、背景白、無帽、眼鏡なし）  
‐ ‐ 2 の申請書へ貼付ける 

4 
ビザ発給許可通知書 

（招聘状） 
‐ ‐ 写しでも可 

5 委任状（代理人取得の場合） ‐ ‐ フォーム指定なし 

 

フローチャート⑥、⑦ 就労ビザ／帯同ビザ／レジデンスカードをベトナムで取得する場合の申請書類

（ハノイ市の場合） 

申請先：出入国管理局、またはその他当該管轄機関 

取得にかかる期間：5 営業日 

No 必要書類 
公証/ 

認証 
取得日数 備考 

1 

投資登録証明書・経営登録証明

書（または駐在員事務所の設立

許可書）（公証版） 

○ 
1～2 営業

日 

初回申請、および当該書類修正後の 

初回申請の際のみ提出が必要 

2 法的代表者／所長の署名確認書 ‐ ‐ 同上（所定フォーム：NA16） 

3 パスポート（原本） ‐ 5 営業日 

帯同ビザ／レジデンスカードを申請す

る場合、家族全員分のパスポートが 

必要。申請中はパスポートを当局へ 

預ける必要あり返却不可。 

4 
ビザ／レジデンスカード発給 

申請書 
‐ ‐ 

申請者の署名が必要（ビザ：所定フォ

ーム：NA1）（レジデンスカード： 

所定フォーム NA8） 

5 労働許可書の原本 ‐ ‐ 
複数の勤務先がある者などが対象。 

申請時に原本を提示する必要がある。 

6 
顔写真 2 枚（2 x 3cm、カラー、

背景白、無帽、眼鏡なし）  
‐ 1 営業日 レジデンスカード申請の場合のみ 

7 住居の賃貸契約書（写し） ‐ ‐  

8 戸籍謄本（原本） ○ ‐ 帯同ビザ／レジデンスカード申請のみ 
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第 4 部 

ビザ取得に関する FAQ 

 

質問 1： 就労ビザとテンポラリー・レジデンスカードの違いは？ 

両者の違いは下表のとおり。 

項目 就労ビザ テンポラリー・レジデンスカード 

期間 最長 1 年間 最長 2 年間 

形態 パスポート原本に貼付（商用ビザと同

様） 

カードサイズ 

その他 - バイク新車の購入が可能 

 

質問 2： レジデンスカードは申請すれば発給される？発給されない／されにくい場合もある？ 

法律規定に従い、条件を十分に満たしていれば、通常はレジデンスカードの発給に問題はない。ま

た、労働許可書が 1 年以下の場合は発給されない。 

その他、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関する法 No.47/2014/QH13 に基づ

き、ビザの種類が NG1、NG4、DN、NN3、HN、PV2、DL、SQ、VR の場合、レジデンスカードは

発給されない。 

 

質問 3： 就労ビザの取得場所は？ 

就労ビザの取得場所は、申請者がベトナムにいる場合は出入国管理局または出入国管理室となり、

申請者がベトナム国外にいる場合は、第三国にあるベトナム公館となる。在日本のベトナム公館は、

在日本ベトナム大使館（東京）、在日本ベトナム領事館（大阪）、在日本ベトナム領事館（福岡）の 3

カ所である。 

参考 

商用ビザの招聘人と労働許可書の申請人が同一の場合、商用ビザから就労ビザ／レジデンスカード

への切り替えが、ベトナム国内において可能である。 

 

質問 4： 商用ビザをベトナム国内で延長することは可能？ 

労働許可書を取得していない場合、商用ビザをベトナム国内で延長することは不可能。ただし、労

働許可書を申請中の場合、ベトナム国内で 1 カ月のビザ延長が可能である。その際、規定どおりの申

請書類以外に、延長の理由を説明する公文書、労働局からの受け渡し証明書（写し）が必要。 

 

 

 



 

禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 25 

 

質問 5： アライバル・ビザの取得用件は？ 

下記の場合に限り、アライバル・ビザの受領が可能となる。  

 ビザ発給機関のない国から来た場合 

 複数の国を経由して来た場合 

 ベトナムの国際観光会社の主催ツアーに参加する目的で入国する場合 

 ベトナムの港に停泊している船舶の船員で、別の出入国地点（他港）から出国する必要がある場

合  

 親族の葬儀への参加、重病人の見舞いを目的に入国する場合 

 緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対応、あるいはベトナム管轄機関からの要請

による特別な理由で入国する場合 

※申請に必要な資料：パスポート、写真、申請書 

≪根拠法≫外国人出入国・越境・居住法 No.47/2014/QH13 の第 18 条 

 

最近は少なくなっているものの、アライバル・ビザについては、窓口で規定外の料金を要求される

等のトラブルも報告されており、注意が必要。 

 

質問 6： ベトナムの電子ビザ制度とは？ 

政令 No.07/2017/ND-CP に基づき、2017 年 2 月 1 日より 2 年間、ベトナムへ入国する外国人に対

する電子ビザの発給が試験的に実施される。 

 適用対象外国人は、日本を含む該当諸国の国民および関連機関・組織・個人である（同政令付録 I

にて規定）。 

 同政令内で、外国人、招聘・保証機関・組織の要求による電子ビザの発給・手続き手順および関

連書式が明文化されている。 

 出入国管理局は、電子ビザ発給申請情報、およびビザ発給手数料を受理した日より 3 営業日以内

に、ウェブサイトにて申請者／申請機関・組織に対し返答する。 

 外国人は、電子ビザを使用しイミグレーションにて入出国を行う。 

 

質問 7： その他ビザに関する注意点は？ 

日本人の場合、15 日間はビザなしで入国が可能だが、ベトナムを出国した翌日を起点として 30 日

以内に再度ベトナムへ入国する場合は、ビザを取得する必要がある。また、ビザなしでの入国にあた

り、パスポートの残存期限が 6 カ月以上あることが要件。 
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労働許可証取得に係る関連法令集 

 

 

 法規の和訳は仮訳であり、正文はベトナム語原文をご参照ください。 

 各種様式（フォーム）は、参考のために和訳した資料であり、実際の提出時はベトナム

語版を使用します。 
 

 法規の和訳はジェトロウェブサイトでも掲載しています。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/business.html 
 

 法令のベトナム語版は、下記ベトナム政府ウェブサイトから、ダウンロード可能です。 

ベトナム政府ウェブサイト（ベトナム語）：http://www.chinhphu.vn/ 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/business.html
http://www.chinhphu.vn/


【仮訳】正文はベトナム語版をご参照ください。 
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【労働法 No. 10/2012/QH13（抜粋）】 

 

第 3 節 外国で就労するベトナム人の被雇用者、在ベト

ナムの外国の組織・個人のために就労するベトナム人の

被雇用者、ベトナムで就労する外国人の被雇用者 

 

第 169 条 ベトナムで就労する外国人の被雇用者の条件 

1. 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合は、以下

の条件を十全に満たしていなければならない。  

a) 十全な民事行為能力を有していること。 

b) 業務の要求に適する専門レベル・技能・健康を有して

いること。 

c) ベトナムと外国の法律で規定される犯罪者、または刑

事責任を追及されている者でないこと。 

d) ベトナムの国家管轄機関が発給した労働許可書を有し

ていること。ただし、本法第 172条で規定する場合を除

くものとする。 

2. ベトナムで就労する外国人の被雇用者は、ベトナムの

労働法とベトナムが加盟している別の規定を持つ国際条

約を順守しなければならず、またベトナムの法律による

保護を受けることができる。 

 

第 170 条 外国人の被雇用者の採用条件 

1. 国内の企業・機関・組織・個人・請負業者は、ベトナ

ム人の被雇用者が生産経営の要求にまだ応えることがで

きない管理業務・監督業務・専門業務・技術労働での

み、外国人の被雇用者を採用することができる。 

2. 外国の企業・機関・組織・個人・請負業者は、ベトナ

ム領土内で外国人の被雇用者を採用する前に、労働者使

用の需要に関する文書を国家機関に提出し、書面による

承認を得なければならない。 

 

第 171 条 ベトナムで就労する外国人の被雇用者に対す

る労働許可書 

1. 外国人の被雇用者は、出入国に関する手続きを行う際

と、国家管轄機関の要求がある場合、労働許可書を提示

しなければならない。 

2. 労働許可書を所持せずにベトナムで就労する外国人

は、政府の規定に基づきベトナム領土から強制退去させ

られる。 

3. 労働許可書を所持していない外国人を就労させた雇用

者は、法規に基づいて処分される。 

 

第 172 条 労働許可書の発給対象に属さないベトナムで

就労する外国人 

1. 有限責任会社の出資者または所有者。 

2. 株式会社の取締役会の構成員。 

3. 国際組織、非政府組織の在ベトナムの駐在員事務所、

プロジェクトの代表者。 

4. 販売活動のために、ベトナムに 3 カ月未満滞在する

者。 

5. 生産経営に影響を与える、または影響を与える恐れの

ある事故や複雑な技術上の不測の事態が生じ、ベトナム

人専門家とベトナム滞在中の外国人専門家では処理でき

ない場合、これらを処理するためにベトナムに 3カ月未

満滞在する者。 

6. 弁護士法の規定に基づいて、ベトナムで弁護士業の許

可書の発給を受けた外国人弁護士。 

7. ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約の規定に

基づく者。 

8. ベトナムで就学中の生徒・学生がベトナムで就労する

場合。ただし、雇用者は労働に関する省レベル国家管理

機関に 7 日前までに通告しなければならない。 

9. 政府に規定によるその他の場合。 

 

第 173 条 労働許可書の期間 

労働許可書の期間は最大 2 年間とする。 

 

第 174 条 労働許可書が失効する場合 

1. 労働許可書の期限が切れた場合。 

2. 労働契約を解除した場合。 

3. 労働契約の内容が、発給された労働許可書の内容と異

なる場合。 

4. 経済・貿易・財政・銀行・保険・科学技術・文化・ス

ポーツ・教育・医療分野の契約が、期限切れまたは解除

された場合。 

5. ベトナムで就労する外国人被雇用者の配属を、終了す

るとの外国側の通告文書がある場合。 

6. 労働許可書が没収された場合。 

7. 企業・組織・ベトナム側提携先、または在ベトナムの

非政府組織が活動を停止した場合。 

8. 外国人被雇用者が収監、死亡した、または裁判所から

死亡・失踪を宣告された場合。 

 

第 175 条 労働許可書の発給・再発給・没収 

ベトナムで就労する外国人被雇用者に対する労働許可書

の発給条件、発給・再発給・没収については、政府が具

体的に規定する。 



【仮訳】正文はベトナム語版をご参照ください。 
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【2016 年 2 月 3 日付政令 No.11/2016/ND-CP】 

 

政令 

ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一部

条項の詳細規定の政令    

2015 年 6 月 19 日付政府組織法に基づき、 

2012 年 6 月 18 日付労働法に基づき、 

労働傷病兵社会大臣の提案を検討し、 

政府は、ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法

の一部条項の詳細規定の政令を公布する。 

 

第 1 章 

総則 

 

第1条 適用範囲 

本政令は、ベトナムで就労する外国人労働者に対する労働

許可書の発給、労働許可書を所持せずにベトナムで就労す

る外国人労働者に対するベトナム国内からの退去に関す

る労働法の条項を具体的に定める。 

 

第2条 適用対象 

1. 次の形態でベトナムにおいて就労する外国人労働者

（以下「外国人労働者」という。） 

a) 労働契約の履行 

b) 企業内人事異動 

c) 経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポ

ーツ、教育、厚生等の分野における契約または合意の履行 

d) 契約によりサービスを提供する者 

đ) サービスの営業販売に従事する者 

e) ベトナムの法令規定により活動を許可された外国非政

府組織、国際組織に就労する者 

g) ボランティア 

h) 現地営業法人の設立に責任を負う者 

i) 管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者 

k) ベトナムでのプロジェクト、下請けの実施 

2. 外国人労働者を使用する雇用主は、以下のとおりであ

る。 

a) 企業法、投資法、ベトナム社会主義共和国がメンバーで

ある国際条約、これらに従って経営されている企業 

b) 請負契約を結ぶ外国または国内の請負業者 

c) 管轄機関の承認により設立を許可された企業・組織・機

関の駐在事務所、支店 

d) 政府機関、政治組織、政治社会組織、政治社会職業組織、

社会組織、社会職業組織、 

đ) ベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織 

e) 法令に従って設立された事業組織 

g) ベトナムにおける外国プロジェクトまたは国際組織の

事務所 

h) ベトナムにおける経営協力契約による外国側の運営事

務所もしくは法令に従って営業登録された外国の下請業

者の運営事務所 

i) ベトナムの法令規定により運営される弁護士組織 

k) 協同組合法に従って設立され、活動する協同組合、協

同組合連合 

l) ベトナムの法律規定に従い設立された法人会、協会 

m) ベトナムの法令により認められた営業を行う家族、個

人 

 

 

第3条 企業内人事異動、ボランティア、専門家、管

理者、代表取締役社長、技術的な労働者である外国人労

働者 

1. 企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商

業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、

専門家、技術的な労働者として当該企業に 12 カ月以上

前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時

的に異動する者をいう。 

2. ボランティアとは、ベトナム社会主義共和国が締結し

た国際条約を履行するために、奉仕として無報酬でベト

ナムに就労する外国人労働者をいう。 

3. 専門家とは、次のいずれかの場合に該当する外国人労

働者をいう。 

a) 外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書

を有する場合 

b) 大学レベル以上の卒業証明書または同等の証憑類持ち

ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、

その専門分野に関する仕事に 3 年以上従事した経験を持

つ場合；ほかの特別な場合は首相に検討され、決定される。 

4. 管理者、代表取締役社長とは次のいずれかの場合に該

当する外国人労働者をいう。 

a) 管理者とは、企業法第 4条第 18 項に則って企業の管理

をする者もしくは機関・組織の長、副長をいう。 

b) 代表取締役社長とは、機関、組織、企業に所属する部署

の長であり、その部署を直接に指導する者をいう。 

5. 技術的な労働者とは、最低 1 年専門技術またはその

他の専門教育を受け、その専門分野に関する仕事に 3 年

以上従事した経験をもつ者をいう。 

 

第 2 章 

労働許可書の発給・再発給および労働許可書を所持しな

い外国人労働者の退去 

 

第1節 外国人労働者を雇用できるポジションの確定 

 

第4条 外国人労働者雇用 

1. 外国人労働者雇用の需要の確定 

a) 雇用主（請負業者を除く）は、ベトナム人労働者では

対応できない職種への外国人労働者雇用の需要を確定し、

外国人労働者が就労する予定の省または中央直轄市人民

委員会（以下「省レベル人民委員会」という）の委員長へ

報告しなければならない。活動中、外国人労働者の雇用需

要に変更が生じた場合は、雇用主は省レベル人民委員会委

員長へその変更内容を報告しなければならない。 

b) 労働法第 172 条第 4 項、第 5 項、第 8 項および本政

令第 7 条第 2 項第 e 号、第 h 号に定められた外国人労働

者の場合、雇用主は外国人労働者雇用の需要を確定しなく

ても良い。 

2. 省レベル人民委員会委員長は、雇用主に対し職種に雇

用する外国人労働者の雇用を承認する書面を発行する。 

 

第5条 請負業者の外国人労働者の雇用 

1. 請負業者は、外国人労働者を雇用する前に、請負業務

を実施する地方の省レベル人民委員会委員長へベトナム

で請負業務を実施するために必要な外国人労働者の人数、

能力、専門、経験に関する報告書および外国人労働者を雇

用する予定のポジションに対するベトナム人労働者の募

集願書（投資家の承認付き）を提出しなければならない。 

請負業者が報告した労働者の雇用人数の調整・追加を希望

する場合、投資家はその調整・追加提案を承認しなければ
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ならない。 

2. 省レベル人民委員会委員長は地方の機関・組織に対し、

請負業者がベトナム人労働者を紹介、斡旋するよう指導す

る。ベトナム人労働者 500 人以上の募集願書を受理して

から 2 カ月以内、あるいは、ベトナム人労働者 500 人以

下の募集願書を受理してから 1 カ月以内に、ベトナム人

労働者を請負業者へ紹介、斡旋できないポジションがある

場合、省レベル人民委員会委員長は、ベトナム人労働者を

募集できなかったポジションへ請負業者に外国人労働者

を募集させることを検討し、決定する。 

3. 投資家は、請負業者が報告したとおりベトナム人労働

者・外国人労働者を雇用するかを管理し、法律に従って外

国人労働者の募集、雇用に関する規定を実施しているかガ

イダンス・検査・監査を行う。また、外国人労働者がベト

ナムの法律を遵守するよう管理・監査し、労働傷病兵社会

省の規定に従って、四半期毎に請負業者の外国人労働者募

集・雇用・管理状況を労働傷病兵社会局へ報告しなければ

ならない。 

4. 労働傷病兵社会局は、公安、関連機関と協力し、四半

期毎に管轄地域で活動している事業に従事する外国人労

働者に関するベトナム法律の順守状況を監査する。 

 

第6条 外国人労働者雇用の報告 

1. 省レベル人民委員会は、地方における外国人労働者雇

用の需要、外国人労働者雇用の承認、外国人労働者雇用管

理の状況を労働傷病兵社会省へ毎年または適宜に報告し

なければならない。 

2. 労働傷病兵社会局は、労働傷病兵社会省のガイダンス

に従って管轄地域における外国人労働者に関して四半期、

6 カ月と 1 年ごとに定期報告をしなければならない。 

 

第2節 労働許可書発給不要の外国人労働者 

 

第7条 労働許可書発給不要の外国人労働者 

1. 労働法第 172 条第 1、2、3、4、5、6、7、8 項に定め

られた労働者。 

2. その他労働許可書発給不要の外国人労働者は以下のと

おり。 

a) 経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サ

ービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサー

ビス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイン

メント、運輸サービスを含む世界貿易機関（WTO）とベ

トナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミット

メント 11 業種における企業内人事異動による外国人労働

者 

b) ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された

政府開発援助（ODA）に関する国際条約の規定あるいは合

意内容に従う ODA プログラム・プロジェクトのための専

門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、ま

た、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、

管理、実施を行う外国人労働者 

c) 法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメ

ディア・プレス許可書を有する外国人労働者 

d) 外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外

務代表機関または国際組織が管理するインターナショナ

ル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労

働者もしくはベトナム教育訓練省によりベトナムにおけ

る教育・訓練機関で教授・研究する目的を認められた外国

人労働者 

đ) ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組

織により認められたボランティア 

e) 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の

職位としてベトナムに従事し、勤務期間が 30日以下およ

び年間の勤務期間の合計が 90 日以下の外国人労働者 

g) 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従っ

て締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国

人労働者 

h) ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合

意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、

学生 

i) ベトナムにおける外国の代表機関で就労しているスタ

ッフの親族（要外務省の許可取得）。ただし、ベトナム社

会主義共和国が加盟した国際条約に別の定めがある場合

はこの限りでない。 

k) 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための

公用パスポートを有する外国人労働者 

l) 首相が労働傷病兵社会省の要請によって決定するその

他外国人労働者 

 

第8条 労働許可書発給不要の外国人労働者の承認 

1. 労働傷病兵社会局は労働許可書発給不要の外国人労働

者を承認する権限を有する。 

2. 雇用主は、外国人労働者の勤務開始日から最低 7 営

業日前に、外国人労働者が常勤する予定地の労働傷病兵

社会局から労働許可書発給不要の外国人労働者であるこ

との承認に関する要請をしなければならない（労働法第

172 条第 4 項、第 5 項および本政令第 7 条第 2項第 e 号

に定められた場合を除く）。 

労働許可書発給不要の外国人労働者の承認期限は 2 年以

内および本政令第 11 条に定められる各場合の期限に従う。 

3. 労働許可書発給不要の外国人労働者の承認に必要な申

請書類は以下のとおり 

a) 労働許可書発給不要の外国人労働者の申請書 

b) 氏名、年齢、性別、国籍、パスポート番号、勤務開始

日および終了日、職位を含む外国人労働者の履歴書 

c) 労働許可書発給不要の外国人労働者であることを証

明できる書類 

d) 労働許可書発給不要の外国人労働者であることを証明

できる書類は、コピー１部（参照のために原本を提出する

必要あり）もしくは公証付き謄本 1 部を必要とする。その

書類が外国語である場合は、領事認証が不要であるが、ベ

トナム法律に従ってベトナム語に翻訳・公証されなければ

ならない。 

4. 労働傷病兵社会局は、十分かつ不備のない労働許可書

発給不要の外国人労働者の申請書類を受けてから 3 営業

日以内に、雇用主へ書面にて承認をする。棄却する場合

は、その理由を明確に述べた書面にて回答しなければな

らない。 

 

第3節 労働許可証の発給 

 

第9条 労働許可証発給の条件 

1. ベトナム法令に従い十全な民事行為能力を有している

外国人労働者であること。 

2. 業務の遂行に支障のない健常者であること。 

3. 管理者、代表取締役社長、専門家若しくは技術的な労

働者であること。 

4. ベトナム法令および外国の法律に従い、犯罪者または

刑事責任を追及されていない者。 
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5. 国家管轄機関に外国人労働者の雇用が文書で合意され

ること。 

 

第10条 労働許可証発給の申請書類 

1. 雇用主の労働許可証発給の申請書（労働傷病兵社会省

の様式に準拠する。） 

2. 外国またはベトナムの当局から発行された健康診断証

明書。書類の提出日における健康診断証明書の有効期限が

証明書に記載された日付から 12カ月以内であること。 

3. 外国の当局が発行した司法履歴書もしくは犯罪者およ

び刑事責任を追及されている者でない証明書。ベトナム

に住居している外国人労働者の場合は、ベトナム当局が

発行した司法履歴書のみを提出しても良い。 

司法履歴書もしくは犯罪者または刑事責任を追及されて

いない者の書類の提出日における証明書の有効期限が証

明書に記載された日付から 6 カ月以内であること。 

4. 管理者、代表取締役社長、専門家若しくは技術的な労

働者であることの証明書。 

外国人労働者の専門・技術レベルを証明する書面は業種、

仕事の内容によって以下の書類で代替可能である。 

a) 外国当局が発行した伝統職業の職人証明書 

b) 外国サッカー選手の経歴書 

c) 外国人パイロットに対しては、ベトナム当局が発行す

る航空機の操縦免許証 

d) 飛行機メンテナンス業務を行う外国人労働者に対して

は、ベトナム当局が発行した飛行機のメンテナンス免許証 

5. 提出日の 6 カ月以内に撮影されたカラー顔写真 2 枚 

(サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が

見え、サングラスなし、白の背景で撮影したもの) 

6. 法律に従う公証付きパスポートの謄本またはパスポー

トに代わる有効な書類、有効な国際通行許可証 

7. 外国人労働者に関するその他の書類 

a) 本政令第 2 条第 1 項第ｂ号に定める外国人労働者は、

外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定

書および当該企業によるベトナムで就労する 12 カ月以上

前に採用された認定書がなければならない。 

b) 本政令第 2 条第 1 項第ｃ号に定める外国人労働者、外

国人労働者をベトナムで就労させることが記載された外

国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または

合意書がなければならない。 

c) 本政令第 2 条第 1 項第ｄ号に定める外国人労働者、ベ

トナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約

書と外国人労働者がベトナム現地商業拠点を持たない国

外の企業に 2 年以上勤務した認定書がなければならない。 

d) 本政令第 2 条第 1 項 đ 号に定める外国人労働者は、サ

ービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供

に関する渉外のために派遣する決定書がなければならな

い。 

đ) 本政令第 2 条第 1 項第 e 号に定める外国人労働者は、

ベトナム法令に認められた外国の非政府組織、国際組織の

認可証がなければならない。 

e) 本政令第 2 条第 1 項第 h 号に定める外国人労働者は、

サービス提供業者が発行したその業者のベトナムにおけ

る商業拠点を設立するための派遣決定書がなければなら

ない。 

g) ベトナムに商業拠点を設立した外国企業の事業に参加

した本政令第 2 条第 1 項第 i 号に定める外国人労働者は、

その外国企業の活動に参加を認められる承認書がなけれ

ばならない。 

8. 特別の場合に該当する外国人労働者の労働許可証発給

の申請書類 

a) 期間有効な労働許可証を受けた外国人労働者が、発給

された労働許可証に記載された職位と同様の業務を担当

するために他の雇用主に雇用される場合、新規労働許可証

発給申請書類は本条第１、5、6、7 項に定める書類および

発給された労働許可証の原本もしくは公証付き謄本が必

要となる。 

b) 期間有効の労働許可証を受けた外国人労働者が、発給

された労働許可証に記載された職位と異なる業務を担当

させられるが雇用主が変わらない場合、新規労働許可証発

給申請書類は、本条第１、4、5、6、7 号に定める書類お

よび発給された労働許可証の原本もしくは公証付き謄本

が必要となる。 

c) 労働法第 174 条により発給された労働許可証の有効

期限が切れた外国人労働者が、発給された労働許可証に記

載された職位と同様の業務を続ける希望のある場合、新規

労働許可証発給申請書類は、本条第１、2、3、5、6、7号

に定める書類および発給済み労働許可証の回収を指示す

る書面が必要となる。 

d) ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の

一部の詳細を規定する 2013 年 9 月 5 日付政府の政令第

102 号に従って発給された労働許可証を有する本項第 a、

b、c 号に定める労働者の場合、本政令第 3 条第 3 項また

は、第 4 項、第 5 項に定める条件を満たす証明書が必要と

なる。 

9. 申請書類の領事認証および公証 

a) 本条第 2、3、4 項に定める書類は、コピー1部（参照

のための原本提出が必要）または公証付き謄本で提出され

る。 

上記の書類は、外国が発行した書類の場合領事認証を受け

る必要がある。ベトナム社会主義共和国および当事国の両

国が加盟した国際条約または相互支援原則、法律により領

事認証免除となる場合はこの限りでない。また、外国語の

書類はベトナム法令に従ってベトナム語に翻訳・公証され

なければならない。 

b) 本条第 7項に定める書類は、コピー1部（参照のため

の原本提出が必要）または公証付き謄本で提出される。外

国語の書類は領事認証が不要であるが、ベトナム法令に従

ってベトナム語へ翻訳・公証されなければならない。 

 

第11条 労働許可証の有効期限 

労働許可証の有効期限は、以下のいずれかの場合に該当す

るが最長 2 年を超えてはならない。 

1. 締結する予定労働契約書の期限 

2. 外国企業が外国人労働者をベトナムへ派遣する期限 

3. ベトナム側と外国パートナーが締結した契約書または

合意書の期限 

4. ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供

契約書または合意書の期限 

5. ベトナムでのサービス提供の渉外を行う外国人労働者

の派遣を記した書面に記載された期限 

6. ベトナム法令に従って発給された外国の非政府機関・

国際機関の活動許可証の期限 

7. サービス提供業者のベトナムにおける商業拠点を設立

するために外国人労働者の派遣を記した書面に記載され

た期限 

8. 外国人労働者がベトナムに商業拠点を有する外国企業

の活動に参加を認められた書類に記載された期限  
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第12条 労働許可証の発給手順 

1. 外国人が勤務を開始する予定日の 15営業日前までに、

雇用主は外国人が勤務する予定地の労働傷病兵社会局に

労働許可証発給の申請書類を提出しなければならない。 

2. 労働傷病兵社会局は、不備のない労働許可証発給の申

請書類を受理してから 7 営業日以内に、外国人労働者へ労

働傷病兵社会省の様式に準拠する労働許可証を発給しな

ければならない。労働許可証の発給を棄却する場合、理由

を明確に述べた書面にて回答しなければならない。 

 

3. 本政令第 2条第 1項第 a号に定める外国人労働者が労

働許可証を受けた後、雇用主とその外国人労働者は労務に

関するベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結

しなければならない。また、当該労働契約は外国人労働者

が勤務を開始する予定日の前に締結されるものとする。 

雇用主は、労働契約を締結した日から 5 営業日以内に労働

許可証を発給した労働傷病兵社会局へ締結された労働契

約のコピーを提出しなければならない。 

 

第4節 労働許可証の再発給 

 

第13条 労働許可証再発給の場合 

1. 労働許可証の紛失、破損、労働許可証の記載内容に変

更が生じた場合。本政令第 10 条第 8項に定める場合はこ

の限りでない。 

2. 労働許可証の残存有効期限が 5 日以上 45 日以下の場

合。 

 

第14条 労働許可証再発給の申請書類 

1. 雇用主の労働許可証再発給の申請書（労働傷病兵社会

省の様式に準拠する。） 

2. 提出日の 6 カ月以内に撮影されたカラー顔写真 2 枚 

(サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明、両耳が見

え、サングラスなし、白の背景で撮影したもの。) 

3. 発給された労働許可証 

a) 発給された労働許可証を本政令第 13 条第 1 項の定め

にある紛失した場合、法令に従うベトナムの区レベルの公

安または外国の管轄機関の認定書を必要とする。 

b) 本政令第 13 条第 1 項の定めにより発給された労働許

可証に変更が生じた場合、変更に関わる証憑類を必要とす

る。 

c) 本政令第 13 条第 2 項に従う労働許可証の残りの有効

期限が 5 日以上 45 日以下の場合、本政令第 10 条第 2 項

に定める健康認定書もしくは健康診断証明書および本政

令第 10 条第 7 項に定める書類のいずれかを必要とする。 

d) ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一

部の詳細を規定する 2013 年 9月 5日付政府の政令第 102

号に従って発給された労働許可証を有する外国人労働者

は、本政令第 3 条第 3 項または第 4 項または第 5 項に定

める条件を満たす証明書を提出しなければならない。 

4. 本条第 3 項に定める書類は、コピー1 部（参照のため

の原本提出が必要）または公証付き謄本で提出される。外

国語の書類は領事認証が不要であるが、ベトナム法令に従

ってベトナム語へ翻訳・公証されなければならない。 

 

第15条 労働許可証再発給の手順 

1. 本政令第 13 条第 2 項の定めにより労働許可証を再発

給する場合、雇用主は、労働許可証の期限日の 5 日前から

超過 45 日以内に、その労働許可証を発給した労働傷病兵

社会局へ労働許可証再発給の申請書類を提出しなければ

ならない。 

2. 労働傷病兵社会局は、不備のない労働許可証再発給の

申請書類を受理した日から 3 営業日以内に、労働許可証を

再発給しなければならない。労働許可証の再発給を棄却す

る場合、理由を明確に述べた書面にて回答しなければなら

ない。 

3. 本政令第 2条第 1項第 a号に定める外国人労働者が労

働許可証を受けた後、雇用主とその外国人労働者は労務に

関するベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結

しなければならない。また、当該労働契約は外国人労働者

が勤務継続を開始する予定日の前に締結されるものとす

る。 

雇用主は、労働契約を締結した日から 5 営業日以内に労働

許可証発給の労働傷病兵社会局へ締結された労働契約の

コピーを提出しなければならない。 

 

第16条 再発給される労働許可証の有効期限 

1. 本政令本政令第 13 条第 1 項の定めにより再発給され

る労働許可証の期限は、発給された労働許可証の期間から

労働許可証の再発給を要請する時点までの外国人労働者

が勤務した期間を差し引いた期間となる。 

2. 本政令第 13 条第 2 項の定めにより再発給される労働

許可証の期限は、本政令第 11 条に定めるいずれかの期限

に該当するが、最大 2 年を超えてはならない。 

 

第5節 労働許可証の回収および外国人労働者の退去 

 

第17条 労働許可証の回収 

 労働許可証は以下のいずれかの場合に回収される。 

1. 労働法第 174 条第１、2、3、4、5、7、8 号の定めに

より有効期限が切れた場合 

2. 雇用主または外国人労働者が本政令に違反した場合 

3. 労働許可証回収の手順は以下のとおり。 

a) 本条第 1項に定める場合、雇用主が外国人労働者の労

働許可証を回収してその労働許可証を発給した労働傷病

兵社会局へ返却しなければならない。 

b) 本条第 2項の定めの場合、雇用主が外国人労働者の労

働許可証を回収し発給機関へ返却するようその労働許可

証を発給した労働傷病兵社会局の局長は労働許可証の回

収に関する決定を出さなければならない。 

c) 労働傷病兵社会局は、雇用主へ労働許可証の回収済み

の記録書を渡さなければならない。 

4. 労働傷病兵社会省は、労働許可証回収に関する手続き

を具体的に定める。 

 

第18条 外国人労働者の国外退去 

1. 本政令に準拠する労働許可証または労働許可証発給不

要の承認書を所持せずにベトナムで就労している外国人

労働者（以下「労働許可証を所持せずにベトナムで就労

する外国人労働者」という）は、ベトナムの法令に従っ

て国外退去させられる。 

2. 労働傷病兵社会局は、労働許可証を所持せずにベトナ

ムで就労している外国人労働者の国外退去を公安に要請

することができる。 

労働許可証を所持せずにベトナムで就労している外国人

労働者を発見した組織・個人は、その外国人労働者が就労

している地方の労働傷病兵社会局へ通報するものとする。 

3. 労働傷病兵社会局は、労働許可証を所持せずにベトナ

ムで就労している外国人労働者を確認した日から 15 営
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業日以内に、公安に対しその外国人労働者の国外退去を

要請するものとする。 

 

第 3 章 施行規則 

 

第19条 施行効力 

1. 本政令は、2016 年 4 月 1 日に発効する。 

2. ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一

部の詳細を規定する 2013 年 9 月 5 日付政府の政令第

102 号および 2014 年 7 月 8 日付決議第 47/NQ-CP 号第

4 節第 a 号は、本政令が発効した日から失効する。 

3. 移行規定 

a) ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一

部の詳細を規定する 2013 年 9月 5日付政府の政令第 102

号に従って発行された外国人労働者雇用の承認書、労働許

可証発給不要外国人の承認書を含む書類は、その書類の有

効期限が満了するまでは継続される。 

b) 雇用主が本政令の発効日より前に外国人労働者雇用

需要の報告書、労働許可証発給・再発給の申請書類または

労働許可証発給不要の申請書を提出した場合、ベトナムで

就労する外国人労働者に関する労働法の一部の詳細を規

定する 2013 年 9 月 5 日付政府の政令第 102 号にそのま

ま準拠するものとする。 

 

第20条 施行責任 

1. 労働傷病兵社会省は、以下の責任を負う。 

a) 本政令の施行ガイドラインを公布する。 

b) 外国人労働者雇用需要を承認する。労働許可証発給不

要外国人労働者の認定、労働許可証の発給・再発給、労働

許可証の回収、労働許可証回収の決定を行う。また、労働

許可証を所持せずにベトナムで就労している本政令第 2

条第 2 項第 d、 đ 、e 、g、 l 号に定める外国人労働者の

国外退去を公安へ要請する 

c) ベトナムで就労する外国人労働者に関する規定の遵守

を指導・案内・監査・検査を行なう。 

2. 公安省は、以下の責任を負う。 

a) 労働許可証を所持せずにベトナムで就労している外国

人労働者の退去に関する権限・手続をガイダンスする。 

b) 労働許可証を発給、再発給されたまたは労働許可証発

給不要の外国人労働者に対する査証発給をガイダンスす

る。 

c)四半期毎に査証を発給されている外国人労働者に関す

る情報を労働傷病兵社会省へ定期的に提供する。 

3. 財務省は、本条第 1 項第 b 号に定める労働許可証発

給・再発給、労働許可証発給不要承認の申請に係る費用

をガイダンスする責任を負う。 

4. 商工省は、世界貿易機関とベトナム間で合意した 11

のサービス業における企業内人事異動による外国人労働

者の認定基準、手続をガイダンスする責任を負う。 

5. 各省大臣、省に相当する機関の長、政府に属する機関

の長、各省・中央直轄市の人民委員会の委員長は、本政

令を執行する責任を負う。 

（首相グエン・タン・ズン・署名） 
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【2016 年 10 月 25 日付 通達 No.40/2016/TT-

BLĐTBXH】 

通達 

ベトナムにおいて勤務する外国人労働者についての労働

法の一部条項の施行細則を定める 2016 年 2 月 3 日付政

令 11/2016/NĐ-CP 号の一部条項の施行指導 

 

労働・傷病兵・社会省の機能、任務、権限および組織構

成を定める 2012 年 12 月 20 日付政令 106/2012/ND-

CP 号に基づき、ベトナムにおいて勤務する外国人労働

者についての労働法の一部条項の施行細則を定める 2016

年 2 月 3 日付政令第 11/2016/NĐ-CP 号に基づき、雇用

局局長の提案に従い、労働・傷病兵・社会省大臣はベト

ナムにおいて勤務する外国人労働者についての労働法の

一部条項の施行細則を定める 2016 年 2 月 3 日付政令

11/2016/NĐ-CP 号（以下、「政令 11/2016/NĐ-CP 号」）

の一部条項の施行指導を定める通達を公布する。 

 

第 1 章 

総則 

 

第 1 条 適用範囲および適用対象 

1、本通達は、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者の

ための労働許可証の発給に関する政令 11/2016/NĐ-CP

号の一部条項の施行を指導する。 

2、本通達の適用範囲は、政令 11/2016/NĐ-CP 号第 2 条

に定める適用対象、および関連する他の機関、組織、個

人である。 

 

第 2 条 契約に基づくサービス提供者、サービス販売営

業の形式で勤務する外国人労働者、および一部の特別な

場合における使用者 

1、政令 11/2016/NĐ-CP 号 2 条 1 項 d 号に定める契約に

基づくサービス提供者とは、ベトナムに商業的主体が存

在しない外国企業において、少なくとも 2 年間（24 カ

月）勤務し、かつ政令 11/2016/NĐ-CP 号 3 条 3 項が定

める専門家に関する条件を満たす外国人労働者である。 

2、政令 11/2016/NĐ-CP 号 2 条 1 項 đ 号に定めるサービ

ス販売営業の形式で勤務する外国人労働者とは、ベトナ

ムに居住せず、かつベトナムにおける収入源からいかな

る報酬をも受けない者であり、かつサービス提供事業者

が提供するサービスの販売営業のために、当該サービス

提供事業者のための代理行為に関する活動に参与する者

である。ただし、一般公衆に対する直接のサービス販売

を行わないこと、および当該サービスの提供に直接参与

しないことを条件とする。 

3、一部の特別な場合における使用者 

a) 政令 11/2016/NĐ-CP 号 2 条 1 項 c 号、d 号に定める

外国人労働者にとって、使用者とは、当該労働者が各種

の契約を履行するために訪問し、業務を行う、ベトナム

における取引相手である。 

b) 政令 11/2016/NĐ-CP 号 2 条 1 項 đ 号、h 号に定める

外国人労働者にとって、使用者とは、サービス販売営業

や商業的主体の設立業務を担当するためベトナムに入国

する外国人労働者である。 

 

第 3 条 労働許可証発給機関  

1、労働・傷病兵・社会省は、外国人労働者を使用する必

要性に関する承認、労働許可証が免除される外国人労働

者の確認、労働許可証の発給、再発給、労働許可証の回

収、労働許可証が回収されたことの確認、労働許可証を

保有せずに以下に示す使用者の下で勤務する外国人労働

者を強制退去させるための公安機関に対する要請を行

う。 

a) 中央レベルの国家機関、政治団体、政治・社会団体、

政治・社会・職業団体、社会団体、社会・職業団体の中

央機関 

b)  ベトナムに所在する外国の非政府組織、国際組織  

c) 公的事業単位の設立、再編、解散について定める

2012 年 6 月 28 日付政令 55/2012/NĐ-CP 号 2 条 1 項

a、b、 c 号に定める事業単位。中央省庁、中央省庁と同

等の機関、政府直属機関、政府または政府首相により設

立された組織の内の公的事業単位ではない組織、ハノイ

国家大学、ホーチミン市国家大学に付属する公的事業単

位を含む。 

d)  ベトナムに所在する外国プロジェクト、国際組織の

事務所 

đ)  法令に従い設立された企業会、企業協会 

2、労働・傷病兵・社会局は、労働許可証が免除される外

国人労働者の確認、労働許可証の発給、再発給、労働許

可証の回収、労働許可証が回収されたことの確認、労働

許可証を保有せずに以下に示す使用者の下で勤務する外

国人労働者を強制退去させるための公安機関に対する要

請を行う。 

a)  政令 11/2016/NĐ-CP 号 2 条 2 項 a、b、 c、 h、 

i、 k、 m 号に定める使用者 

b)  地方レベルの国家機関 

c)  地方レベルの政治団体、政治・社会団体、政治・社

会・職業団体、社会団体、社会・職業団体 

d)  公的事業単位の設立、再編、解散について定める

2012 年 6 月 28 日付政令 55/2012/NĐ-CP 号第 2 条 1 項

d、đ、 e 号に定める事業単位。省レベルの人民委員会、

省レベルの人民委員会に属する専門機関、県・区・町・

省直属市の人民委員会に付属する公的事業単位を含む。 

 

第 4 条 外国人労働者の使用 

1、使用者（請負業者を除く）は、外国人労働者を使用す

る予定日の遅くとも 30 日前に、労働・傷病兵・社会

省、または省レベルの人民委員会の委員長（以下、「承認

機関」）に対し、本通達に付属して公布される様式 1 に従

い、外国人労働者を使用する必要性に関する説明報告書

を提出する。 

外国人労働者を使用する必要性の変更がある場合、使用

者は、外国人労働者の使用する予定日の遅くとも 30 日

前に、承認機関に対し、本通達に付属して公布される様

式 2 に従い、変更に関する説明報告書を提出する。 

2、承認機関は、説明報告書または変更に関する説明報告

書を受領した日から 15 日間以内に、使用者に対して、

本通達に付属して公布される様式 3 に従い、外国人労働

者の使用に関する承認について通知する。 

 

第 5 条 請負業者による外国人労働者の使用 

1、請負業者は、政令 11/2016/NĐ-CP 号 5 条 1 項に従っ

て外国人労働者を使用する予定の業務上の地位にベトナ

ム人労働者を使用することについて、本通達に付属して

公布される様式 4 に従って、当該請負業者が請負業務を

実施する地の省レベルの人民委員会の委員長に対し、要

請する。 



【仮訳】正文はベトナム語版をご参照ください。 

禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 34 

 

申告した外国人労働者の人数を修正、追加する必要性が

ある場合、本通達に付属して公布される様式 5 に従い、

請負業務を実施する地の省レベル人民委員会の委員長に

対してこれを行う。 

2、省レベルの人民委員会の委員長は、請負業者のために

ベトナム人労働者の紹介・調達を行うよう地方の機関・

組織に対して指導する。ベトナム人労働者の紹介・調達

ができない場合、省レベルの人民委員会の委員長は、本

通達に付属して公布される様式 6 に従い、請負業者がベ

トナム人労働者を雇用することできない業務上の地位に

外国人労働者を雇用することについて決定する。  

 

第 2 章 

労働許可証の発給、再発給、回収 

 

第 6 条 労働許可証の発給申請書類 

政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 1 項、4 項および 7項に定

める書類は、以下のとおりに実施する。 

1、政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 1 項に定める使用者に

よる労働許可証の発給申請文書は、本通達に付属して公

布される様式 7 に従う。 

2、政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 4 項に定める専門家で

あることを証明する文書は、以下の各書類のいずれかと

する。 

a) 外国に所在する機関、組織、企業によって、専門家で

あることが確認される文書。当該文書には、確認を行う

機関・組織・企業の名称、生年月日・国籍・当該外国人

労働者がベトナムで勤務する予定がある業務上の地位に

適合する専門職種等の専門家であることに関する情報を

含む。 

b)  政令 11/2016/NĐ-CP 号 3 条 3 項 b 号の規定に従う

証明書類 

3、政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 4 項に定める技術労働

者であることを証明する文書は、以下のとおりとする。 

a) 外国人労働者がベトナムで勤務する予定がある業務上

の地位に関し、それに適合する技術的な専門分野もしく

は他の専門分野に関する少なくとも 1 年間の訓練を受け

たことに関する外国の機関、組織、企業による証明書

類、または確認文書 

b) 外国人労働者がベトナムで勤務する予定がある業務上

の地位に関し、それに適合する専門分野に関して既に訓

練を終了し、かつ少なくとも 3 年間の実務経験を既に有

していることに関する証明書類 

4、政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 7 項 a 号に定める外国

人労働者が、ベトナムで勤務する日の遅くとも 12カ月

前に、当該外国企業に雇用されたことを証明する文書

は、以下の各書類のいずれかとする。 

a) 外国人労働者を雇用したことに関する使用者による確

認文書 

b) 労働契約書 

c) 外国人労働者を雇用する決定 

d) 外国人労働者の納税証明書、または保険料払込済証明

書 

5、政令 11/2016/NĐ-CP 号 10 条 7 項 c 号に定める、外

国人労働者がベトナムにおける商業的主体が存在しない

外国企業において少なくとも 2 年間の期間の勤務経験を

有することを証明する文書は、本条 4 項に定める各書類

のいずれかとする。 

 

 

第 7 条 労働許可証 

1、労働許可証の様式は、政令 11/2016/NĐ-CP 号 12 条

2 項の規定に従う。 

a) 労働許可証は、A4 サイズ (21 cm x 29.7 cm)、2 ペー

ジからなり、1 ページ目は青色で、プラスチックで表面

加工をし、2 ページ目は白地に青色の模様があり、中心

に星の形を加えるものとする。 

b)  労働許可証の内容は、本通達に付属して公布される

様式 8 に従う。 

2、労働許可証は、労働・傷病兵・社会省により、統一的

に発給される。 

 

第 8 条 労働許可証再発給の申請書類 

政令 11/2016/NĐ-CP 号 14 条 1 項に定める使用者による

労働許可証再発給の申請書類は、本通達に付属して公布

される様式 7 に従う。 

 

第 9 条 1 年間における累積時間 

政令 11/2016/NĐ-CP 号 7 条 2 項 e 号に定める 1 年間に

おける累積時間とは、外国人労働者がベトナムで勤務を

開始した日を起算日とし、連続する 12 カ月間の時間を

意味する。 

 

第 10 条 労働許可証発給、再発給、労働許可証免除認

定に関する申請書類の提出と受理 

1、使用者は、労働許可証発給、再発給の申請書類を労働

許可証発給機関に提出する。 

2、使用者は、労働許可証が免除される外国人労働者を認

定するための申請書類を労働許可証発給機関に提出す

る。労働許可証が免除される外国人労働者を認定するた

めの申請文書は、本通達に付属して公布される様式 9 に

従う。 

3、労働許可証発給機関は、労働許可証発給、再発給の申

請書類、労働許可証が免除される外国人労働者を認定す

るための申請書類を受領した後、本通達に付属して公布

される様式 10に従う記録簿に記載し、使用者に書類受

理確認書を交付しなければならない。当該受理確認書に

は、書類受理日付、受理した書類の内容、および回答予

定日を明確に記載しなければならない。  

4、労働許可証発給機関は、労働許可証発給、再発給の申

請書類、労働許可証が免除される外国人労働者を認定す

るための申請書類を保管する。 

 

第 11 条 労働許可証の発給、再発給をしない旨の回答

文書、労働許可証発給を免除される外国人労働者を確認

する旨の回答文書 

1、政令 11/2016/NĐ-CP 号 12 条 2 項に従い、労働許可

証の発給をしない場合、および政令 11/2016/NĐ-CP 号

15 条 2 項の規定に従い、労働許可証の再発給をしない場

合、労働許可証発給機関は、本通達に付属して公布され

る様式 11に従い、文書により回答する。 

2、労働許可証発給機関は、本通達に付属して公布される

様式 12 に従い、政令 11/2016/NĐ-CP 号 8 条 4 項に定め

る労働許可証が免除される外国人労働者を認定する。労

働許可証が免除される外国人労働者を認定しない場合、

文書により明確な理由を付して回答しければならない。 

 

第 12 条 労働許可証の回収 

1、 政令 11/2016/NĐ-CP 号 17 条 1 項に定める労働許可

証の回収は、以下のとおりに行う。 
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a) 労働許可証が効力を失った日から 15 日間以内に、使

用者は、外国人労働者の労働許可証を回収し、労働許可

証を発給した機関に提出する。その際、回収した場合、

回収すべき場合にもかかわらず回収できない場合におけ

る個別具体的な各場合の理由を記述した文書を添付しな

ければならない。 

b) 回収した労働許可証、および本項 a 号が定める使用者

による添付文書を受領した日から 5 日間以内に、労働許

可証発給機関は、回収された労働許可証を使用者から受

領した旨を確認する文書を発行する。 

2、政令 11/2016/NĐ-CP 号 17 条 3 項 b 項に定める労働

許可証を回収する決定は、本通達に付属して公布される

様式 13 に従う。 

 

第 13 条 報告制度 

1、事業主は、四半期毎の外国人の使用状況について、労

働・傷病兵・社会局に対して、本通達に付属して公布さ

れる様式 14 号に従い、翌四半期の初月の 5 日前までに

報告する。 

2、労働・傷病兵・社会局は、各四半期の最初の月の 10

日、7 月 15 日および 1 月 15 日のそれぞれの日より前

に、地域の外国人労働者の状況について、本通達に付属

して公布される様式 15 号に従い、労働・傷病兵・社会

省に報告する。 

第 3 章 

実施体制 

 

第 14 条 雇用局の責任 

1、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者に関する法令

の規定に関する宣伝、周知活動、訓練を行う。 

2、政令 11/2016/NĐ-CP 号 20 条 2 項 c 号に従い、ベト

ナムにおいて勤務する外国人労働者に関する情報を受領

する。 

3、 ベトナムにおいて勤務する外国人労働者に関する法

令の規定の実施に関し、管理、指導、検査を行う。 

4、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者の状況につい

て取り纏め、報告する。 

5、本通達の 7 条 2 項および 3 条 1 項に定める労働・傷

病兵・社会省の責任を実施する。 

 

第 15 条 省レベルの人民委員会の委員長の責任 

1、地域における専門機能機関が、地域における外国人労

働者の雇用、管理に関する法律に関する宣伝、周知活動

を行うよう指導する他、法令の規定に従い、検査、査

察、違反処分を行うよう、指導する。 

2、地域の各機関、組織が、請負業者のために、ベトナム

人労働者の紹介、調達を行うよう、指導する。 

3、地域においてベトナム人労働者を雇用できない各業務

上の地位に外国人労働者を雇用することを許可する決定

を行う。 

4、地域において外国人労働者を雇用することができる業

務上の地位について承認する。若しくは権限を受任する

ことができる機関に委任する。 

 

第 16 条 労働・傷病兵・社会局の責任 

1、地域における企業、組織に対し、ベトナムの労働に関

する法令の規定に関する宣伝、周知活動を行う。 

2、省レベルの人民委員会の委員長の委任に基づき、外国

人労働者を使用する必要性に関して、書類の受領、取り

纏め、審査、承認、通知を行う。 

3、法令の規定に従い、地元の請負業者のためのベトナム

人労働者の紹介・調達を行う。 

4、地域において勤務する外国人労働者の雇用、管理に関

する法令の規定の実施に関する検査、査察、報告を行

う。 

5、地域における外国人労働者に対する労働許可証の管

理、発給、再発給、または労働許可証を免除する外国人

労働者の認定業務において、情報技術を活用する。 

 

第 17 条 使用者の責任 

1、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者に関するベト

ナムの法令の規定を厳守する。 

2、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者に関するベト

ナムの法律規定について、外国人労働者に提供し、指導

する。 

3、ベトナムにおいて勤務する外国人労働者のために、労

働許可証の発給、再発給、労働許可証発給が免除される

外国人労働者の認定のための申請手続を行う。 

4、企業、組織において勤務する外国人労働者と締結した

労働契約を法令の規定に従って十分に履行するととも

に、労働契約書の写しを添付した労働契約の締結に関す

る通知文書を労働許可証発給機関に対して提出する。 

5、企業、組織において勤務する外国人労働者に関する書

類を管理し、関連する書類を常に更新、補充する。 

6、国家機関の要求に応じて、外国人労働者の使用状況を

報告する。 

第 4 章 

施行条項 

 

第 18 条 施行効力 

1、本通達は、2016 年 12 月 12 日から効力が発生し、ベ

トナムにおいて勤務する外国人労働者に関する労働法の

一部条項の施行細則を定める 2013 年 9 月 5 日付政府の

政令 102/2013/ND-CP 号の一部条項の施行を指導する

2014 年 1 月 20 日付労働・傷病兵・社会省による通達

03/2014/TT-BLĐTBXH 号は、本通達の発効に伴い廃止

される。 

2、有効である発行済の労働許可証を有する外国人労働者

が、当該労働者が勤務している省・市と異なる省・市に

おいて、現在と同様の業務上の地位に関して連続して 10

日間以上の期間にわたって勤務することを目的とし、指

名、異動、派遣される場合においては、労働許可証を新

規に発給される必要はないものの、使用者は外国人労働

者が勤務する地の労働・傷病兵・社会局に対して、文書

により通知しなければならない。通知内容は外国人労働

者が勤務する企業・組織名、勤務場所、業務上の地位、

職名、勤務期間とする。また、既に発給された労働許可

証の写しを添付する。 

3、外国人労働者が労働許可証を既に発給された専門家ま

たは技術労働者である場合、有効である当該労働許可証

は、労働許可証の発給、再発給申請書類に関して政令第

11/2016/NĐ-CP 号 10 条 8 項 d 号および 14 条 3 項 d 号

が定める要件を満たす証明文書とみなす。 

本通達を実施する過程において問題が生じた場合におい

ては、労働・傷病兵・社会省が迅速に指導、補足を行う

ための提案が求められる。 

（副大臣 ゾアン・マウ・ジェップ署名）
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【通達 No. 40/2016/TT-BLĐTBXH に添付の各種様式 1 号、2 号、3 号、4 号】 
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【通達 No.40/2016/TT-BLĐTBXH に添付の様式 5 号、6 号、7 号】 
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【通達 No.40/2016/TT-BLĐTBXH に添付の様式 8 号、9 号】 
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【通達 No.40/2016/TT-BLĐTBXH に添付の様式 10 号、11 号、12 号、13 号】 
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【通達 No.40/2016/TT-BLĐTBXH に添付の様式 14 号、15 号】
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【ベトナム出入国管理法 No.47/2014/QH13 号】 

 

ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住

に関する法 

ベトナム社会主義共和国の憲法に基づき、国会は、「ベト

ナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関す

る法」を公布する。 

 

第 1 章 

総則 

  

第1条 適用範囲 

本法は、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・

居住に関する原則、条件、手順、手続き、権利、義務、お

よびそれに関わるベトナム国家機関、関連機関、組織、個

人の権利、責任に関して定める。 

 

第2条 適用対象 

本法は、ベトナム入国・出国・乗り継ぎ・居住の外国人、

ベトナム国家機関、ベトナムおよび外国の関連機関、組織、

個人に適用される。 

 

第3条 用語解釈 

本法において、以下の用語は次のように解釈される。 

1. 外国人とは、ベトナム入国・出国・乗り継ぎ・居住の

外国籍証明書を所持する者および無国籍者をいう。 

2. 外国籍証明書とは、旅券（パスポート）または旅券に

相当する書類を含む外国の管轄機関もしくは国連により

発給された書類をいう。 

3. 国際通行許可書とは、いずれかの国の管轄機関により

その国に居住している無国籍者に対して発給される書類

であり、ベトナムの管理当局に承認された書類をいう。 

4．入国とは、外国人がベトナムの出入国地点を通してベ

トナム領土に入ることをいう。 

5．乗り継ぎとは、外国人が第 3 国へ向かうために、ベト

ナムを通過、またはベトナム国際出入国地点の乗継区域に

滞留することをいう。 

6．出国とは、外国人がベトナムの出入国地点を通してベ

トナムの領土から出ることをいう。 

7．出国停止とは、ベトナムの権限者がベトナムに居住し

ている外国人に対して出国停止を決定することをいう。 

8．退去強制とは、ベトナムの権限者が外国人に対してベ

トナムの出入国地点を通し、ベトナム領土から退去させる

決定をすることをいう。 

9．居住とは、外国人がベトナムに常駐または、一時的に

滞在することをいう。 

10．出入国地点とは、外国人が入国、出国できる区域をい

う。 

11．査証とは、ベトナム当局により発給される外国人のベ

トナム入国認可書をいう。 

12．滞在認可とは、ベトナム管理当局が外国人に対して、

ベトナムに滞在できる期限を認めることをいう。 

13．テンポラリーレジデンスカードとは、出入国管理当局

もしくは外務省の管轄機関が外国人に対し発給する、期限

のあるベトナム居住許可書でありビザに代わりうるもの

をいう。 

14．常駐カードとは、出入国管理当局が外国人に対し発給

する無期限のベトナム居住許可書であり査証に代わりう

るものをいう。 

15．出入国管理当局とは、ベトナムにおける外国人の入

国・出国・乗り継ぎ・居住の管理義務を負う公安省に属す

る専任機関をいう。 

16．入国審査局とは、出入国地点における外国人の入国・

出国・乗り継ぎ・居住の検査義務を負う専任機関をいう。 

17．外国におけるベトナムビザ発給機関とは、ベトナムの

代表機関もしくはその他の領事に関する機能遂行を委任

された機関（代行機関）をいう。 

 

第 4 条  入国・出国・乗り継ぎ・居住の原則 

1. 本法はベトナムの別途定める関連諸法令およびベトナ

ム社会主義共和国が加盟する国際条約に従う。 

2. 独立、主権、統一および領土保全を尊重し、国家の安寧、

社会の秩序と安全および国際関係の平等を保障する。 

3. 公開性、透明性を確保し、外国人に対し便利な条件を

提供するとともにベトナムにおける外国人の入国・出国・

乗り継ぎ・居住の管理を厳密に統一して行う。 

4. 複数の旅券を所有する外国人は、ベトナム入国・出国・

乗り継ぎ・居住の際にはその中のひとつの旅券のみを使用

できるものとする。 

 

第 5 条   禁止行為 

1. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する法律に従う権利、義務、責任を遂行する外国人、

関連機関・組織・個人に対してその任務を妨害する行為。 

2. 本法およびその他の関連諸法令に相反する手続き、お

よび書類提出。ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗

り継ぎ・居住に関する手続きに対して脅迫、妨害する行為。 

3. ベトナムに不法に入国・出国・乗り継ぎ・居住をする

行為。ベトナムの入国・出国・乗り継ぎ・居住のために書

類を改ざんし虚偽の書類を使用する行為。 

4. ベトナムの入国・出国・乗り継ぎ・居住のための関係

情報、書類の改ざんを行う行為。 

5. ベトナムの入国・出国・乗り継ぎ・居住を悪用し、ベ

トナム社会主義共和国に反抗し、機関、組織、個人の法的

な権利・利益を侵害する行為。 

6. 外国人がベトナムの入国・出国・乗り継ぎ・居住をす

るための許可書類の売買、貸与、貸借、内容の抹消、修正

を行う行為。 

 

第6条   ベトナム管理当局により発給された入国・出

国・乗り継ぎ・居住の許可書類の没収、取り消し 

本法第5条第3項、第4項、第5項、第6項および第21条第

3項、第44条第2項第b号に定める禁止行為を行う外国人

は、ベトナム入国・出国・乗り継ぎ・居住の許可書類を没

収、取り消される。 

 

第2章 

査証（ビザ） 

 

第 7 条  ビザの取り扱いおよび種類 

1. ビザの種別（シングル、マルチ）および入国目的は変

更不可とする。 

2. ビザは個人に対し個別に発給されるが、父母、保護者

の旅券を共用する 14 歳未満の子供はその限りでない。 

3. ビザはパスポートへの付与（貼付）または別途支給と

する。 

 

第 8 条  ビザのカテゴリー 

1. NG1：ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主

席、国会議長、政府首相に招かれた代表団のメンバー 
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2. NG2: ベトナム共産党中央常務委員会、国家副主席、

国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員

長、最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査

員の総長に招かれた代表団のメンバー、および大臣、省・

中央直轄市の書記、人民評議会議長、人民委員会委員長と

同等・相当の招聘者 

3. NG3:公館、領事館、国連所属国際機関、政府間代表機

関などのメンバー、任期中に帯同するそのメンバーの配偶

者、18 歳未満の子供および家事使用人 

4. NG4:公館、領事官、国連に属する国際機関、政府間代

表機関で就労する人、および外交の代表機関、領事機関、

国連に属する国際機関、政府間代表機関などのメンバーを

訪問する者 

5. LV1：ベトナム共産党の中央に属する機関・部局、国

会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察庁、

国家監査員、各省庁、省に相当する機関、政府に属する機

関、省・中央直轄市の人民評議会、人民委員会で就労する

者 

6. LV2: 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議

所で就労する者 

7. ĐT: 外国人投資家、外国人弁護士 

8. DN: ベトナムにおける企業で就労する者 

9. NN1: 国際組織、外国の非政府組織の駐在員事務所の

所長、プロジェクトの代表者 

10. NN2：外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表

者、または外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織

の代表者 

11. NN3: 外国の非政府組織、外国企業の駐在員事務所、

外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専

門組織の駐在員事務所で就労する者 

12. DH：研修・学習を行う者 

13. HN：会議、シンポジウムへの参加者 

14. PV1：常駐するジャーナリスト 

15. PV2：短期間活動するジャーナリスト 

16. LĐ：外国人労働者 

17. DL：旅行者 

18. TT: LV1D、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、

LĐ のビザが発給される外国人の配偶者、18 歳未満の外国

人、またはベトナム国民の父母、配偶者、子弟を持つ外国

人 

19. VR：親族訪問、その他の目的を持つ者 

20. SQ：本法第 17 条第 3 項に該当する者 

 

第 9 条   ビザ期限 

1. SQ のビザの期限は 30日を超えてはならない。 

2. HN、DLのビザの期限は 3カ月を超えてはならない。 

3. VR のビザの期限は 6 カ月を超えてはならない。 

4. NG1、NG2、NG3、NG4、LV1、LV2、DN、NN1、

NN2、NN3、DH、PV1、PV2 および TT のビザの期限

は、12 カ月を超えてはならない 

5. LD のビザの期限は 2 年を超えてはならない。 

6. DT のビザの期限は 5 年を超えてはならない。 

7. 期限が切れたビザは新たに申請することができる。 

8. ビザの期限は、パスポートもしくは国際通行許可書の

有効期限より最低30日以上短い期限で発給される。 

 

第 10 条  ビザ発給申請の条件 

1. パスポートもしくは国際通行許可書を所持しているこ

と。 

2. ベトナムにおける機関、組織、個人によって招聘、保証

されていること。 

3. 本法第 17条第３項に定める場合はその限りでない。 

4. 本法第 21 条に定めるベトナム入国禁止対象者リスト

に該当していないこと。 

5. 下記の場合に該当するビザ発給申請は、入国目的を証

明する書類を提出しなければならない。 

a) 投資目的の外国人は、投資法に準じるベトナムへの投

資を証明する書類 

b) ベトナムにおける弁護士実務の外国人は、弁護士法に

準じる許可書 

c) 外国人労働者は、労働法に準じる労働許可書 

d) 研修・学習中の外国人は、ベトナムの学校または教育

機関の受け入れ書類 

 

第 11 条   別途ビザ発給のケース 

1. バスポートにビザ発給用ページがなくなった場合 

2. ベトナムとの外交関係のない国より発給されたパス

ポートを所持している場合 

3. 国際通行許可書のみ所持の場合 

4. 外交、国防、治安の事由により別途ビザが必要と判断

される場合 

  

第 12 条  ビザ免除のケース 

1. ベトナムが加盟する国際条約に従う場合 

2. 本法に従う常駐カード、テンポラリーレジデンスカー

ドを使用する場合 

3. 出入国地点の経済特区、特別な行政・経済局に入る場

合 

4. 本法第 13 条に定める場合 

5. 外国の管轄機関により発給されたパスポートまたは

国際通行許可書を保持する外国に居住するベトナム人、お

よびそのベトナム人の配偶者、子弟。ベトナム国民の配偶

者、子弟である外国人は政府の規定に従ってビザは免除さ

れる。 

 

第 13 条  一方ビザ免除 

1. 一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国の決定は

下記の条件を満たさなければならない。 

a) ベトナムと外交関係のある国 

b) その時々のベトナムの経済・社会発展政策および対外

政策に適合する場合。 

c) ベトナムの国防、安寧、社会の秩序と安全を脅かさな

い。 

2. 一方ビザ免除の決定の期限は 5 年を超えてはならな

いが延長されることもある。本条第 1 項に定める条件と異

なる場合、一方ビザ免除の決定は廃止されるものとする。 

3. 政府は、本条に従って各国の国民に対する期限のある

一方ビザ免除に関して決定する。 

 

第 14 条  外国人招聘、保証の機関、組織、個人 

1. 本法第10条第2項に従う外国人の招聘、保証の機関、

組織、個人は以下のとおりである 

a) ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国

会議長、政府首相 

b) ベトナム共産党中央常務委員会、国家副主席、国会副

議長、政府副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、

最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査員の

総長、省庁の大臣および大臣に相当する者、省・中央直轄

市の書記、人民評議会議長、人民委員会委員長 
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c) ベトナム共産党中央に属する部局・機関、国会の機関、

国会常務委員会に属する機関、ベトナム祖国戦線中央委員

会、最高人民裁判所、最高人民検察庁、国家監査員、各省

庁、省に相当する機関、政府に属する機関 

d) 省・市の党委員会、人民評議会、省・中央直轄市の

人民委員会 

đ) 政治・社会組織、社会組織の中央機関、ベトナム商工

会議所 

e) ベトナムの法律に従って設立された企業 

g) ベトナムにおける外国の公館、領事官、国連に属する

国際機関、政府間代表機関 

h) 外国企業の駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経

済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所 

i) ベトナム法令に従うその他の法人、組織 

k) 国内に常駐するベトナムの国民、ベトナムにおける常

駐カードもしくはテンポラリーレジデンスカードを保持

する外国人 

2. 外国人の招聘、保証の機関、組織は、法律に従って機

能・義務・権限または取得した営業活動許可書の範囲内で

招聘、保証を行うものとする。国内に常駐するベトナムの

国民、ベトナムにおける常駐カードもしくははテンポラリ

ーレジデンスカードを保持する外国人は、ベトナムへ入国

する外国人を招聘、保証することができるが、招聘者、被

保証人との関係を証明する書類を所持していなければな

らない。 

 

第 15 条  外務省の管轄機関で行う外国人の招聘、保証

申請手続き 

1. 本法第 8 条第 1 項、2 項、3 項、4 項の定めに該当す

る外国人は、招聘人、保証人を経由して、外務省の管轄機

関へビザ発給申請書を送付する。 

2. 本法第 8 条第 1 項、第 2 項に定める招聘人、保証人

（機関、組織）は、外務省の管轄機関が在外国ベトナムビ

ザ発給機関に対し外国人のビザ発給を指導するようにそ

の機関へ書面にて通知すると共に、出入国管理当局へ通知

する。 

3. 本法第 8条第 3 項、4 項に定める招聘人、保証人（機

関、組織）は、外務省の管轄機関へ書面による外国人のビ

ザ発給申請書を直接送付する。外務省の管轄機関は、出入

国管理当局へ書面にて通知する。通知した日から 2日営業

日以内に出入国管理当局から回答がない場合には、外務省

の管轄機関は、招聘・保証の機関、組織へ承認の回答を行

いながら、在外国のベトナムビザ発給機関に対しビザ発給

するように通知、督促する。 

4. 国際出入国地点にて到着ビザ発給を受ける場合は、ビ

ザの受領場所、受領場所選定理由および受領日時を明確に

しなければならない。 

5. 招聘・保証の機関、組織は、外務省の管轄機関より承

認の回答を受けた後、外国人へ在外国のベトナムビザ発給

機関にてビザ取得手続きを行うことを通知する。 

6. 在外国ベトナムビザ発給機関にて外国人のビザ発給

を申請する機関、組織は、外務省の管轄機関にビザ発給通

知にかかる費用を支払う。 

 

第 16 条  出入国管理機関で行う外国人の招聘、保証申

請手続き 

1. 本法第 8 条第 1 項、2 項、3 項、4 項の定めに属さな

い外国人は、招聘・保証の機関、組織、個人を経由して出

入国管理機関にて手続きを行う。招聘・保証の機関、組織、

個人は、出入国管理機関へビザ発給申請書を直接提出する。 

2. ベトナムにおける社会組織、企業、その他のベトナム

法令に従う法人、外国企業の支店、外国の経済組織・文化

組織・その他の専門組織の駐在員事務所は、招聘・保証申

請を行う前に、出入国管理当局へ書面にて通知すると共に

次に掲げる書類を提出しなければならない。 

a) 組織設立許可書もしくは設立に関する認可機関の決

定書の謄本（要公証） 

b) 組織の印鑑、法的代表者の署名のある登録書 

上記の通知は一回のみ実行され、変更が生じた場合には追

加通知を行う。 

3. 出入国管理当局は、ビザ発給申請書を受領した日から

5 日営業日以内に、審査し招聘・保証の機関、組織、個人

に回答すると共に在外国ベトナムビザ発給機関へ通知す

る。 

4. 招聘・保証の機関、組織、個人は、出入国管理当局よ

り書面による回答を受けた後に、外国人に対し、在外国の

ベトナムビザ発給機関にてビザ取得手続きを行うことを

通知する 

5. 国際出入国地点にて到着ビザ発給を受ける場合、有効

かつ不備のない申請書類を受領した日から 3 日営業日以

内に（本法第 18 条第 1 項第 a 号、b 号、 c 号 、d 号に従

う申請）、12営業時間以内に（本法第18条第1項第đ号 、

e 号に従う申請）出入国管理当局が審査し決裁する。 

6. 在外国ベトナムビザ発給機関にて外国人のビザ発給を申

請する機関、組織は、出入国管理当局にビザ発給通知にかかる

費用を支払う。 

 

第 17 条  在外国ベトナムビザ発給機関にてビザ取得 

1. 本法第 15 条第 2 項に従う申請の場合、外務省の管轄機

関からの指導、および本人のパスポート、写真が添付された

申請書を受領した日から１日営業日以内に、在外国ベトナム

ビザ発給機関はビザを発給する。 

2. 本条第 1項に該当しない場合、ビザ取得対象となる外

国人は、招聘・保証の機関、組織、個人より通知を受けた

後に、在外国ベトナムビザ発給機関へパスポート、ビザ発

給申請書および写真を提出しなければならない。父母もし

くは保護者のパスポートを共用する 14 歳未満の子供はビ

ザ発給申請書の提出は不要である。 

在外国ベトナムビザ発給機関は、出入国管理当局もしくは

外務省の管轄機関から通知を受けた日から 3 日営業日以

内にビザ発給を行う。 

3. 在外国ベトナムビザ発給機関の長は、下記に該当する

市場視察、旅行、親族訪問、病気の治療などの目的でベト

ナムへ入国する外国人に対して最大30日のビザを承認す

る権限を持つ。 

a) 在外国ベトナムビザ発給機関と商務で関係する人、ま

たその配偶者、子弟、もしくは現地国外務省の管轄機関に

よりビザ発給依頼書のある人 

b) 現地国における各公館、領事館の保証外交文書のある

人 

4. 在外国ベトナムビザ発給機関の長は、本条第3項に定

める対象のビザを発給した後、出入国管理当局へ通知しそ

のビザ発給に責任を負う。 

 

第 18 条   国際出入国地点にて到着ビザ発給 

1. 下記の場合において、外国人は国際出入国地点にて到

着ビザを受領できる。 

a) ベトナム入国ビザ発給機関が不在の国から渡航して

きた場合 

b) 複数の国を継続し経由してベトナムへ渡航してきた
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場合 

c) ベトナムに会社のある国際旅行社主催ツアー、プログ

ラムに参加する目的で入国する場合 

d) ベトナムの港に停泊している船舶の船員で、別の出入

国地点（他港）から出国する必要がある場合 

đ) 親族の葬儀参加あるいは重篤な病気の見舞い目的で

入国する場合 

e) 緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対

応、あるいはベトナム管轄機関からの要請による特別の理

由により入国する場合 

2. 国際出入国地点にて到着ビザ発給を受ける外国人は、

出入国監査部署へパスポートもしくは国際通行許可書お

よび写真が添付されたビザ発給申請書を提出する。父母あ

るいは保護者のパスポートを共用する 14 歳未満の子供は、

父母あるいは保護者のビザ発給申請書を共用して申請す

ることができる。 

3. 出入国審査官は、出入国管理当局より受けた通知書と

照らし合わせた上でビザ発給を行う。 

 

第 19 条  出入国管理機関、外務省の管轄機関でのビザ

発給 

1. 新規ビザ発給を申請するベトナムに滞在している外国

人は、出入国管理当局、もしくは外務省の管轄機関にてその

手続きを行うために、機関、組織、個人に対し招聘、保証を

申し込まなければならない。 

2. 本条第 1項に定める招聘・保証機関、組織は、出入国

管理当局もしくは外務省の管轄機関へ外国人のパスポート

あるいは国際通行許可書およびビザ発給申請書を提出する。 

3. 有効かつ不備のない書類を受領した日から5日営業日

以内に、出入国管理当局もしくは外務省の管轄機関は審査を

開始しビザ発給を行う。 

 

第3章  

入国 

 

第 20 条  入国条件 

次に掲げる条件を満たす外国人はベトナムへ入国するこ

とができる。 

1. パスポートあるいは国際通行許可書およびビザを所

有していること。 

一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国外国人は、出国

日よりパスポート有効期限が 6 カ月以上残存しているこ

と。また、前回ベトナム出国日から 30 日以上の期間が経

過していること。 

2. 本法第21条に定める入国禁止対象リストに該当しない

こと。 

 

 

第 21 条  入国禁止対象 

1. 本法第 20 条第 1 項に定める条件を満たさない者。 

2. 父母、保護者あるいは委任を受けた者が同伴しない14

歳未満の子供 

3. 入国、出国、居住に関する文書偽造、虚偽の申告を行

った者 

4. 精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性の

ある伝染疾患に罹っている者 

5. ベトナムから国外追放された日から 3 年が経過して

いない者 

6. ベトナム退去強制決定が発効した日から 6 カ月が経

過していない者 

7. 疫病防止の事由により 

8.  天災のため 

9. 国防、安寧、社会の秩序と安全の事由により 

 

第 22 条 入国禁止の権限 

1. 出入国審査局の長は、本法第 21 条第 1 項、2 項、3

項、4 項、5 項、6 項に定める対象に対するベトナム入国

禁止を決定する。 

2. 保健省大臣は、本法第 21 条第 7 項に定める対象に対

するベトナム入国禁止を決定する。 

3. 農業農村開発省大臣は、本法第 21 条第 8 項に定める

対象に対するベトナム入国禁止を決定する。 

4. 公安省大臣、国防省大臣は、本法第 21 条第 9 項に定

める対象に対するベトナム入国拒否を決定する。 

5. 入国禁止の決定権を有する者は、入国禁止を解除する

権限を有するが、法律上においても責任を負う。 

 

第4章 

乗り継ぎ 

 

第 23 条  乗継条件 

1. パスポートもしくは国際通行許可書を所持している

こと. 

2. 第 3 国へ行く旅程に適合する手段のチケットを所持

していること 

3. 第3国入国のビザを取得済みであること。ビザ免除の

場合はその限りでない。 

 

第 24 条  乗継区域 

1. 乗継区域とは、外国人が第 3国へ渡航するために一時

的に滞留する、国際出入国地点に属するエリアをいう。 

2. 乗継区域は、国際出入国地点の管理機関により決めら

れる。 

 

第 25 条  空路の乗り継ぎ 

1. 空路の乗り継をする外国人は査証免除とするが、乗継

便を待つ間は国際空港の乗継区域範囲内に滞留するもの

とする。 

2. ベトナムにある国際旅行社が実施するツアーに参加

し観光する目的で乗継時間中にベトナムへ入国する外国

人は、乗継時間に合わせて査証が発給される。 

 

第 26 条  海路の乗り継ぎ 

海路の乗り継ぎをする外国人は査証免除とするが、船舶が

停泊する期間中は港の乗継区域の範囲内に滞留するもの

とする。ベトナムにある国際旅行社が実施するツアーに参

加し観光する目的でベトナムへ入国する外国人は、乗継時

間に合わせて査証認可が検討される。別の出入国地点から

出国することを要望する外国人には、VRの査証が審査後

発給される。 

 

第 5 章  

出国 

 

第 27 条   出国条件 

外国人は以下のすべての条件を満たした場合に出国する

ことができる。 

1． 旅券または国際通行許可書を所持していること 

2． 有効な在留許可書、またはテンポラリーレジデンス

カード、常駐カードを所持していること。 
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3． 本法第 28 条に定める一時出国中止対象リストに該

当していないこと。 

 

第 28 条  出国一時停止および出国停止期間 

1． 外国人は以下のいずれかに該当する場合、一時的に

出国が停止される。 

a) 刑事事件の容疑者、被告人、またはそれらの関係

者。民事、交易商業、雇用（労働）、行政、婚姻と

家族に係る民事訴訟事件における申立人、被告人、

またはそれらの関係者。 

b) 裁判所の判決文と決定、紛争処理評議委員会の決定

を遵守する義務を負う者 

c) 納税義務を完了していない者 

d) 行政違反の処分決定に従う義務を負う者 

đ) 国防と安全保障上の理由により 

2． 本条第 1 項の定めは、司法支援法第 25 条に定めら

れた、証拠提供のために海外へ引き渡される懲役刑に服し

ている者に対しては適用されない。 

3． 出国中止期間は基本 3 年を超えてはならないが、場

合により延長することもありうる。 

 

第 29 条   一時出国中止決定の権限、出国中止期間の延

長、出国中止措置の解除 

1． 捜査機関の機関長、検察院の院長、裁判所の執行裁

判官、執行機関の長、競争協議会の会長は、自らの責任お

よび権限の範囲内で、本法第 28 条第 1 項第 a 号、b 号に

定める場合に対し出国停止措置を決定する。 

2． 税務管理当局の局長は、本法第 28 条第 1 項第 c 号

に該当する場合の出国停止を決定する。 

3． 公安省大臣は、本法第 28 条第 1 項第 d 号に規定さ

れた外国人に対し、以下の場合一時出国停止措置を決定す

る。 

a) 警察当局より出された行政違反処分の決定を履行する

義務を有する者 

b) 最高人民裁判所の所長、省大臣、省同級機関の長、

省・中央直轄市の人民委員会委員長の要請に基づく場

合 

4． 公安省大臣と国防省大臣は、本法第 28 条第 1 項第

đ 号に定める場合、一時出国停止を決定する。 

5． 一時出国停止決定の権限を有する者は一時出国停止

期間の延長、一時出国停止解除の権限を有するが、その決

定について法律上の責任を負う。 

一時出国停止を決定した者は、停止条件が無くなった時に、

出国停止解除を決定する責任を負う。 

6． 一時出国停止決定書、一時出国停止延長、出国停止

解除の決定書は、迅速に出入国管理機関に送付し、その対

象となった者へ通知されなければならない。 

7． 出入国管理機関は一時出国停止決定書、一時出国停

止延長、出国停止解除決定書を受領した後、その決定の執

行組織に対し責任を負う。 

 

第 30 条  強制退去 

1． 外国人は、以下のいずれかの場合に強制出国となる。 

a) 一時的な滞在期間が満了したが出国しない場合 

b) 国防、国家安全、社会秩序、社会安全に係る理由によ

り 

2． 退去強制の権限は以下のとおりである。 

a) 出入国管理機関は本条第 1 項第 a 号の規定に該当す

る場合、退去強制の権限を有する。 

b) 公安省大臣、国防省大臣は本条第 1 項第 b 号の規定

に該当する場合、退去強制の権限を有する。 

 

第 6 章 居住 

第 1 節 滞在 

 

第 31 条  滞在認可 

1． 出入国審査官は、パスポートまたは別の査証に以下

のとおり滞在期間の承認印を捺印する方法で外国人の滞

在認可を行う。 

a) 滞在期間はビザ期間と同様である。ビザの期限が

15 日を超えない場合は 15日の滞在期間を認める。

ĐT、 LĐ のビザに対しては、12 カ月未満の滞在の

期間を認め、かつテンポラリーレジデンスカードの

発給を検討する。 

b) ベトナムが加盟する国際条約によるビザ免除者に対

しては、滞在期間は国際条約に従う。国際条約に在

留期間に関する規定がない場合は、30日間の滞在

期間を認める。 

c) 国境経済区に入るために査証免除される者に対して

は、15 日間の滞在期間を認める。行政経済特区に

入る場合は、30 日間の滞在期間を認める。 

d) 一方ビザ免除ベトナムの国民に対しては、15 日間

の滞在期間を認める。 

đ) 有効な常駐カードまたはテンポラリーレジデンスカー

ドを所持する外国人に対しては滞在証明書を発給しない。 

2． 外国人は認められた滞在期間の範囲内でベトナムに

在留することができる。 

3． ベトナムの法律に違反した外国人の滞在期間は、出

入国管理当局により取り消し・短縮されることもありうる。 

 

第 32 条  宿泊施設 

宿泊施設とは、観光用の宿泊施設、ゲストハウス、外国

人が仕事、労働、研究、研修を行う施設、医療施設、一

軒家、または法律に従うその他の宿泊施設を含む、外国

人がベトナム領土に一時滞在する場所をいう。 

 

第 33 条  在留申告 

1. ベトナムに一時的に滞在する外国人は、宿泊施設の

直接管理者および運営者を経由し、居住地の市町村の警

察幹部、または居住地の警察当局に在留を申告しなけれ

ばならない。 

2. 宿泊施設の直接管理者および運営者は、該当外国人

が宿泊施設に到着してから 12 時間以内に（施設が遠隔

地または奥地にある場合には 24時間以内に）在留申告

書を記入し宿泊施設が所在する市町村の警察官または警

察当局に届出しなければならない。 

3．ホテルなどの宿泊施設は、外国人の在留申告を送信す

るためにインターネットにアクセス、または省および中

央直轄市の出入国管理当局とのコンピューターネットワ

ークに接続していなければならない。インターネットに

アクセスできる宿泊施設は、外国人在留申告書を省およ

び中央直轄市の出入国管理当局の電子メールアドレス宛

に直接送信することができる。 

4．居住地の変更、または常駐カードに記載される住所と

異なる場所に居住する外国人は、本条第 1 項の定め従っ

て在留を申告しなければならない。 
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第 34 条  工業団地、輸出加工区、国境経済区、沿岸経

済特区、国境地域および特別な行政経済単位における滞

在 

1. 外国人は工業団地、輸出加工区、国境経済区、沿岸

経済特区に所在する宿泊施設に滞在することができるが

本法第 33 条に従って在留を申告しなければならない。 

2．外国人は、陸上国境の禁止区域または活動が停止され

た地域、海上国境の禁止区域または活動が停止された区

域に滞在することはできない。国境地域、または国境地

域における町、都市、観光サービス地区、行政局、経済

特区、その他の経済地区に一時的に滞在する場合は本法

第 33 条に従って在留を申告しなければならない。外国

人の在留申告書を受ける機関は、宿泊施設が所在する地

域の国境警備局に通知しなければならない。 

 

第 35 条  在留資格の延長 

1． 在留資格延長を希望するベトナムに在留している外

国人は、招聘・保証の機関、組織、個人を経由して出入

国管理当局または外務省の管轄機関にて申請手続きを行

う。 

2． 本条第 1項に該当する招聘・保証の機関、組織、

個人は、外務省の管轄機関と（本法第 8 条第 1 項、2、

項、3 項、4 項に該当する場合）出入国管理当局（本法

第 16 条第 1 項に該当する場合）へ外国人の在留資格延

長の申請書および旅券または国際通行許可書を直接提出

しなければならない。 

3． 出入国管理当局、または外務省の管轄機関は、不備

のない申請書類を受領してから 5 日営業日以内に、外国

人の在留資格の延長を検討し決定しなければならない。 

 

第 36 条  テンポラリーレジデンスカードの発給および

テンポラリーレジデンスカードの記号 

1． ベトナムにおける公館、領事館、国連所属国際機関

の駐在員事務所、政府間代表機関などのメンバーである

外国人、またそのメンバーの任期中に帯同する配偶者、

18 歳未満の子供および家事使用人に対しては NG3 のテ

ンポラリーレジデンスカードが発給される。 

2． LV1、LV2、ĐT、NN1、NN2、DH、PV1、LĐ、

TT のビザが発給された外国人は、ビザと同じ記号のテン

ポラリーレジデンスカードが発給される。 

 

第 37 条  テンポラリーレジデンスカード発給申請の手

続き 

1. テンポラリーレジデンスカード発給申請書類は、以

下のとおりである。 

a) 招聘・保証の機関、組織、個人の申請書 

b) 写真添付のテンポラリーレジデンスカード発給申請

書 

c) パスポート 

d) 本法第 36 条に該当する証書類 

2. テンポラリーレジデンスカード発給認可処理は以下

のとおりである。 

a) ベトナムにおける公館、領事館、またはその他の外

国の代行機関は NG3 のテンポラリーレジデンスカード

発給申請書類を外務省の管轄機関に提出する。 

b) 招待・保証の機関、組織、個人は、その機関、組織が

所在、もしくは招聘・保証の個人が居住する地方の出入

国管理当局へ本法第 36 条第 2 項に該当する外国人のテ

ンポラリーレジデンスカード発給申請書類を直接提出す

る。 

c) 出入国管理当局または外務省の管轄機関は不備のな

い申請書類を受領してから 5 日営業日以内に、テンポラ

リーレジデンスカード発給を検討し決定する。 

 

第 38 条  テンポラリーレジデンスカードの期限 

1. テンポラリーレジデンスカード期限はパスポート期限

満了日の 30 日以前までとする。 

2. NG3、LV1、LV2、ĐT または DH のテンポラリー

レジデンスカード期限は 5 年を超えてはならない。 

3. NN1、NN2、TT のテンポラリーレジデンスカード

期限は 3 年を超えてはならない。 

4. LĐ 、PV1 テンポラリーレジデンスカード期限は 2

年を超えてはならない。 

5.期限が満了したテンポラリーレジデンスカードは新規

発給が検討される。 

 

第2節 

常駐 

 

第 39 条  常駐を認められる対象 

1. ベトナム国家の建設、国防に貢献し、かつベトナム国

家の勲章、徽章あるいは栄誉称号を授与された外国人 

2. ベトナムに滞在している科学者、専門家である外

国人 

3. ベトナム国籍を有し、かつ居住している父母、配偶者、

子供を持つ外国人 

4. 2000年より前からベトナムに連続して滞在している

無国籍者 

 

第 40 条  常駐が認められる条件 

1.  本法第 39 条の規定に該当する外国人は、合法的な居住場

所を確保し、ベトナムにおいて安定して生活できる収入がある

こと。 

2. 本法第 39 条第 2 項の規定に該当する外国人は、その

外国人の専門分野に係る省庁大臣、省庁に相当する機関・

政府に属する機関の長の招請がある場合。 

3. 本法第39条第3項の規定に該当する外国人は、ベトナ

ムにおいて3年以上連続して滞在していること。 

 

第 41 条  常駐認可手続き 

1. 外国人は出入国管理機関にて常駐申請を行う。申請書

類は以下のとおりである 

a) 常駐申請書 

b) 国の管轄機関により発給された無犯罪証明書 

c) 申請者の自国公館より発給された居住認可を申請す

る外交文書 

d) パスポートの謄本（要公証） 

đ) 本法第 40 条に定める常駐考慮条件を満たす証書類 

e) 本法第 39 条第 3 項に定める外国人の保証書類 

2. 公安省大臣は、不備のない書類を受領した日から 4カ

月以内に審査をし常駐を認める。追加審査が必要な場合は

期限を延長することができるが延長期間は 2 カ月を超え

てはならない。 

3. 出入国管理当局は、常駐申請者および外国人が常駐す

る予定の省・中央直轄市の公安機関へ書面にて審査結果を

通知しなければならない 

4. 外国人が常駐する予定の省・中央直轄市の公安機関は、

出入国管理当局の通知を受けた日から 5 日営業日以内に
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外国人へ常駐認可を通知する。 

5. 外国人は、常駐認可の通知を受けた日から3カ月以内

に常駐する予定の省・中央直轄市の公安に属する出入国管

理機関にて常駐カードを取得する。 

 

第 42 条  無国籍者に対する常駐認可 

1. 本法第 39 条第 4 項に定める無国籍者は、常駐する予

定の省・中央直轄市の公安に属する出入国管理機関へ常駐

申請書類を提出する。書類は以下のとおりである。 

a) 常駐申請書 

b) 本法第 40 条第 1 項に定める条件を満たし、かつベト

ナムにおいて 2000年より前から連続して滞在している証

明証書類 

2. 無国籍者に対する常駐認可手続きは本法第41条第

2項、3項、4項、5項に従う。 

 

第 43 条  常駐カードの更新、再発給 

1. 常駐カードは、省・中央直轄市の公安が発給する。在

留外国人は 10年毎に省・中央直轄市の公安にて常駐カー

ドの更新申請を定期的に行う。申請書類は次のとおりで

ある。 

a) 在留カード更新申請書 

b) 常駐カード 

c) パスポートの謄本（要公証）、無国籍者はその限りでな

い。 

2. 常駐カードの紛失、破損、損傷、またはカードに記載

されている内容に変更が生じた場合、外国人は常駐してい

る省・中央直轄市の公安にて常駐カードの再発給手続き

を行なわなければならない。申請書類は以下のとおりで

ある。 

a) 在留カード再発給申請書 

b) 発給された在留カードを紛失した場合は紛失申告書

が必要。 

c) パスポートの謄本（要公証）、無国籍者はその限りでな

い。 

d) 常駐カードに記載されている内容の変更を証明でき

る証書類 

3. 省・中央直轄市の公安は不備のない申請書類を受領し

た日から20日以内に外国人に常駐カードを発給する。 

 

第７章 

外国人の権利・義務、ベトナム入国・出国・居住の外国人

の招聘・保証機関、組織、個人の権利・責任 

 

第 44 条  外国人の権利・義務 

1. ベトナム入国・出国・乗り継ぎ・居住の外国人は、次に

掲げる権利を有する。 

a) ベトナム社会主義共和国に居住する期間中は生命、名

誉、財産およびベトナム法令に準じるその他の権利が保護

される。 

b) テンポラリーレジデンスカードを所持する外国人

は、親族訪問の目的でベトナムへ入国する祖父母、父

母、配偶者、子供を保証することができる。さらに自

己の招聘・保証機関、組織の合意によってテンポラリー

レジデンスカードの期限と同様に配偶者および 18 歳未

満の子供の同居を保証することができる。 

c) 常駐カードを所持する外国人は、親族訪問の目的で

ベトナムへ入国する祖父母、父母、配偶者、子供を保

証することができる。 

d) ベトナムにおける合法居住外国人は、許可を得なくと

もベトナム領土を移動し、観光、親族訪問、治療の多目的

を兼ねることができる。禁止区域あるいは移動・居住制限

区域への立ち入りは法律の規定に従う。 

đ) ベトナムへ入国する船舶の船員は、その船舶が停泊し

ている省・中央直轄市の範囲内で上陸することができる。

その地域の範囲外へ移動、または別の出入国地点から(他

港)から出国する必要がある場合にはビザ発給が考慮（審

査）される。 

e) 公館、領事官、国連に属する国際機関、政府間代表機

関に従事する外国人の夫、妻、子供は、労働許可書を所持

すれば就労することができる（労働許可書発給免除対象は

除く）。また、学校、教育機関の受け入れ書類があれば学

習をうけることができる。 

g) 国際条約、国際合意書による学校または教育機関で学

習している外国人は、その学校、教育機関の合意書があれ

ば労働と学習を兼ねることができる。 

h) 外国に居住する無国籍者は、観光、親族訪問の目的で

ベトナムへ入国することができる。 

i) ベトナムに居住している無国籍者がベトナムからの

出国を要望する場合には、公安省は国際通行許可書の発給

を検討する。 

2. ベトナム入国・出国・居住の外国人は、以下の義務が

課される。 

a) ベトナムの法律を遵守し、ベトナムの文化、習慣、慣

行を尊重すること。 

b) ベトナムにおける活動が入国目的に適合しているこ

と。 

c) 移動する際にはパスポートもしくは国際通行許可書、

ベトナムにおける居住に係る書類を持参し管轄機関によ

り求められた場合には提出すること。 

d) 他の国に駐在するためにベトナム領土から出国する外国

人は、出入国地点における出入国審査局に常駐カードを返納

すること。 

 

第45条  招聘・保証機関、組織、個人の権利・責任 

1. 招聘・保証機関、組織、個人は次に掲げる権利を有する。 

a) ベトナム法令の下で設立された機関、組織は自らの役

割、義務、活動の範囲内で外国人の招聘・保証申請を行う

ことができる。 

b) 国内に住居するベトナム国民は、親族訪問の目的でベ

トナムへ入国する配偶者の祖父母、父母、配偶者、子供、

兄弟である外国人を招聘・保証することができる。 

c) 国内に居住するベトナム国民は、父母、配偶者、子供、

兄弟である外国人が行う居住申請もしくはレジデンスカ

ードの申請に対して保証することができる。 

2. 招聘・保証機関、組織、個人は次に掲げる責任を負う。 

a) 本法に従ってベトナム入国、出国、居住の外国人の招

聘・保証申請を行う。 

b) 外国人が法令を遵守しベトナムの文化、習慣、慣

行慣行を尊重するように教示する。 

c) 法令の下で保証の責任を遂行するとともにベトナム

の管轄機関と協力し、招聘・保証した外国人に係る問題を

解決する。 

d) ベトナム滞在期間における外国人の活動の管理に対

して管轄機関に協力する。また、宿泊施設営業者と協力し

外国人の在留申告を行う。 

đ) 事前許可を得なくてはならない業種、分野に従事する

外国人を招聘する場合、招聘・保証する前に、その業種、

分野の管理機関にて手続きを行う。 

e) 外国人の取得した入国・出国・居住の許可書有効期間



【仮訳】正文はベトナム語版をご参照ください。 
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内でも保証に価いしないと判断される場合は、出入国管理

機関へ書面にてその旨を通知し該当する外国人を強制的

に退去させるよう関係機関と協力する。 

 

第8章 

ベトナムにおける外国人の入国・出国・居住に関する各

機関、組織の責任 

 

第 46 条  政府の責任 

1. 国家は、ベトナムにおける外国人の入国・出国・居住

を一元管理する責任を負う。 

2. ベトナムにおける外国人の入国・出国・居住の管理の

ために、各省庁、省に相当する機関、省・中央直轄市の人

民委員会と相互に協力できる仕組みを規定する責任を負

う。 

 

第 47 条  公安省の責任 

1. 各省庁、省に相当する機関と協力し,ベトナムにおける

外国人の入国・出国・居住の管理について政府に対し責任

を負う。 

2. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する法令の制定を主導し、権限機関からの公布、も

しくは法律の規定範囲内で公布する。 

3. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する法令を執行する。 

4. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に係る許可書類を発給する。 

5. 法令に従って、国際出入国地点における入国・出国・

乗り継ぎに関して監査を行う。 

6. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する検査、監査、異議申し立ておよび告訴の審査・

解決処理を行い、また法律違反に対しては処分を行う。 

7. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する書類の雛形（フォーム）を制定する。 

8. ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する国家による統計を行う。 

9. 管轄範囲内で国際協力を行う。また、管轄機関にベト

ナムにおける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関す

る国際条約の締結・加盟を要請する。 

 

第 48 条  外務省の責任 

1. 公安省と協力して、ベトナムにおける外国人の入国・

出国・乗り継ぎ・居住の管理を行う。 

2. 本法に従って外国人に対するビザの発給・修正・追

加・取り消しおよびテンポラリーレジデンスカードの発

給・取り消し・延長を行う。 

3. 在外国ベトナムビザ発給機関に対しベトナムにおけ

る外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関する法令の施

行を指導する。 

4. 管轄機関に対しベトナムにおける外国人の入国・出

国・乗り継ぎ・居住に関する国際条約の締結・加盟を要請

(提案)する。 

 

第 49 条 国防省の責任 

1. 公安省と協力して、ベトナムにおける外国人の入国・

出国・乗り継ぎ・居住の管理を行う。 

2. 法律に従って、出入国地点における入国・出国・乗り

継ぎに関する監査を行う。本法の下でビザの発給・修正・

追加・取り消しを行い、滞在証明書を発給する。 

3. 国防省が管理する出入国地点において、ベトナムにお

ける外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関する法令違

反を審査し処分を行う。 

 

第 50 条  各省庁、省に相当する機関の責任 

本法第 48 条、第 49 条の規定に該当しない省、省に相

当する機関は、管轄範囲内で、ベトナムにおける外国人

の入国・出国・乗り継ぎ・居住の管理に公安省、外務省、

国防省と協力する責任を負う。 

 

第 51 条  各級人民委員会の責任 

1. 管轄地方(地域)における外国人の入国・出国・居住に

関する法令を執行する。 

2. 人民委員会所属専門機関に対し、本法に従って管轄地方に

おける外国人の居住の管理を指導する。 

3. 管轄地方における外国人の入国・出国・居住に関する法

令の啓蒙，普及に努め、指導を行う。 

4. 管轄地方における外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居

住に関する検査、監査、不服申立および告訴告発の審査・

解決処理を行い、法律に違反している場合は処分する。 

5. 市町村の人民委員会は、本条第1項、2項、3項、4項の

規定のほか、宿泊施設の活動を把握し、自らの地方におけ

る外国人の居住・活動を管理する。 

 

第 52 条  ベトナム祖国戦線中央委員会およびその委員

会の会員の責任 

1. 各国家機関と協力して、一般国民の本法の運用を啓

蒙、普及、宣伝、教育する。 

2. 機関、組織、個人がベトナムにおける外国人の入国・出

国・乗り継ぎ・居住に関する法令を施行することに対し、

検査、監査を行う。 

 

第9章 

施行条項 

 

第 53 条  移行規定 

本法の発効日より前に発給されたベトナムにおける外国

人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に係る書類は、その書類

の有効期限が満了するまで継続して施行される。 

 

第 54 条  施行効力 

1. 本法は 2015 年 1 月 1 日より発効する。 

2. ベトナムにおける外国人の入国・出国・居住に関する

法令第24/1999/PL-UBTVQH10号は、本法発効日より失

効とする。 

 

第 55 条  細則 

政府は、本法の各条、各項について細則を定める。 

本法は、2014年6月16日付 ベトナム社会主義共和国の第

13回国会会議第7回期において承認された。 

 

(国会議長 グエン・シン・フン署名）                                 



 

禁無断転載 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved. 49 

 

辞令（Appointment letter）サンプル 

日本、2017 年 月 日 

 

任命書 

.......................................殿  

 

本状をもって、貴殿が…年…月より…株式会社に入社し、…年…月より…（日本での役職を記入）を

経た者であること、および…年…月…日から…年…月…日まで....（ベトナムでの役職を記入）に任命

され、その諸条件が以下のとおりであることを確認する。 

 

給与 

給与は任命書が有効となる日より、月次の給与明細書にて通知される。 

給与は、会社の社内規定の定めるところにより調整される。 

 

賞与および諸手当 

会社社内規定の定めるところにより、賞与および諸手当を受ける権利を有するものとする。 

 

ベトナムにおける住居 

ベトナムにおける住居に関して、.......................................（注：現地法人、あるいは本人）が家主に対

して支払うものとする。 

 

ベトナムにおける納税義務 

会社は本任命に伴う貴殿のベトナムにおける所得に対する個人所得税の支払に対し責任を負うものと

する｡（注：税金を会社が負担する場合の記述） 

 

我々は貴殿がこの新たな職務を全うすることを期待する｡ 

  

 .................会社の代表者 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ....................................... 

法的代表者 
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